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令和３年第４回（１２月）大郷町議会定例会会議録第１号 

令和３年１２月２日（木） 

                                    

応招議員（１４名） 

   １番 吉 田 耕 大 君    ２番 佐 藤   牧 君 

   ３番 赤 間 茂 幸 君    ４番 大 友 三 男 君 

   ５番 佐 藤 千加雄 君    ６番 田 中 みつ子 君 

   ７番 熱 海 文 義 君    ８番 石 川 壽 和 君 

   ９番 和 賀 直 義 君   １０番 高 橋 重 信 君 

  １１番 石 垣 正 博 君   １２番 千 葉 勇 治 君 

  １３番 若 生   寬 君   １４番 石 川 良 彦 君 

                                       

出席議員（１４名） 

   応招議員と同じ 

                                       

欠席議員（ ０名） 

   な  し 

                                       

  地方自治法第 121条の規定により、会議事件説明のため本議会に出席した

者は、次のとおりである。 

町長     田 中   学 君  副町長    武 藤 浩 道 君 

教育長    鳥 海 義 弘 君  総務課長   遠 藤 龍太郎 君 

財政課長   熊 谷 有 司 君  まちづくり政策課長 千 葉   昭 君 

復興定住推進課長 武 藤 亨 介 君  税務課長   小 野 純 一 君 

町民課長   片 倉   剛 君  保健福祉課長 鎌 田 光 一 君 

地域整備課長 三 浦   光 君  会 計 管 理 者 伊 藤 義 継 君 

学校教育課長 菅 野 直 人 君  社会教育課長 赤 間 良 悦 君   

                                       

事務局出席職員氏名 

 事務局長 千葉恭啓  次長 齋藤由美子  主事 髙橋将吾 

                                       

議事日程第１号 

  令和３年１２月２日（木曜日） 午前１０時開会 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 
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 日程第３  議長の諸般の報告 

 日程第４  委員会報告 

 日程第５  町長の行政報告 

 日程第６  一般質問〔５人 １０件〕 

 日程第７  請願第１号 コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策を

求める請願 

                                

本日の会議に付した案件 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 

 日程第３  議長の諸般の報告 

 日程第４  委員会報告 

 日程第５  町長の行政報告 

 日程第６  一般質問〔５人１０件〕 

 日程第７  請願第１号 コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策を

求める請願 

                                    

午 前 １０時００分  開 会 

議長（石川良彦君） 皆さん、おはようございます。 

    ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますの

で、これより令和３年第４回大郷町議会定例会を開会いたします。 

    直ちに本日の会議を開きます。 

    本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                    

日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（石川良彦君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署

名議員は会議規則第110条の規定により、７番熱海文義議員及び８番石

川壽和議員を指名いたします。 

                                    

日程第２ 会期の決定 

議長（石川良彦君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

    お諮りします。本定例会の会期は、本日から12月７日までの６日間と

したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月７日
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までの６日間と決定いたしました。 

                                    

日程第３ 議長の諸般の報告 

議長（石川良彦君） 日程第３、議長の諸般の報告を行います。 

    私から報告いたしますが、お手元に配付した報告書により報告に代え

させていただきます。なお、申し添えますが、11月６日、お手元の資

料にありますが、全国町村議会議長会主催の議長全国大会、東京で行

われましたが、その際、人数制限で各県から５名以内ということの参

加の中で実施されたわけなんですが、その日の大会終了後、県の議長

会の正副議長と私と４名で、国会衆参両議院会館に赴きまして、課題

となっております米価下落に対する支援対策の要請について、国会要

望活動をしてまいりましたことを申し添えておきます。 

    以上で議長の諸般の報告を終わります。 

                                    

日程第４ 委員会報告 

議長（石川良彦君） 次に、日程第４、委員会報告を行います。 

    各常任委員会の閉会中における所管事務調査について各委員長より報

告を求めます。まず、総務産業常任委員長 熱海文義議員。 

総務産業常任委員長（熱海文義君） ……（委員会報告書を朗読）……（朗読

文省略）……（報告書は末尾に掲載）……以上でございます。 

議長（石川良彦君） 次に、教育民生常任委員長 和賀直義議員。 

教育民生常任委員長（和賀直義君） ……（委員会報告書を朗読）……（朗読

文省略）……（報告書は末尾に掲載）……以上、報告します。 

議長（石川良彦君） 以上をもって、委員会報告を終わります。 

                                           

日程第５ 町長の行政報告 

議長（石川良彦君） 日程第５、町長の行政報告をいただきます。町長。 

町長（田中 学君） 皆さん、おはようございます。 

    先ほど、事務局長より石川議長の長年の地方自治に御貢献された御功

績に対して、栄えある賞を受賞されましたこと、誠に喜ばしく、心よ

りおめでとうを申し上げたいと思います。おめでとうございました。 

    それでは、行政報告を申し上げます。 

本日ここに令和３年第４回大郷町議会定例会を招集いたしましたと

ころ、議員の皆様におかれましては、師走に入り何かと御多用の中御

出席を賜り、誠にありがとうございます。 
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    本定例会に提案いたします議案の説明に先立ち、９月の第３回定例議

会以降の行政報告を申し上げたいと思います。 

    世界中を震撼させております新型コロナウイルスに関しましては、日

本においては、９月２日をピークに、その後急激に減少しておりま

す。本町におきましては、９月４日以降、感染者は発生してございま

せん。ワクチン接種につきましては、令和３年12月１日、昨日現在対

象者の88.53％が２回目の接種を終了しており、希望者の方の接種はほ

ぼ完了していると思われます。宮城県のまん延防止等措置も10月23日

で終了し、徐々に経済回復が見込まれております。しかしながら、年

末年始の帰省等での移動に伴い、また２回目接種から８か月の経過に

より、抗体が減少するとの報告もされているとおりでございます。今

後も引き続き、本町として３回目接種を含めたできる限り対策を講じ

てまいりたいと思います。 

政府は11月30日、新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン

株の感染者が日本で初めて確認されたと発表いたしました。また、昨

日、国内で２例目が確認されたということであります。 

次に、一昨年の台風19号からの復興・復旧事業の取組状況について

申し上げます。中粕川地区復興まちづくり事業につきましては、復興

再生ビジョンに基づき、復興補助事業を活用した事業を展開しており

ます。９月26日に粕川地区復興まちづくり堤防復旧合同着工式を国土

交通省と合同で挙行いたしました。復興事業が本格的にスタートいた

しました。旧粕川小学校の解体工事は、10月末に完了し、粕川地区復

興まちづくり、宅地造成工事第１期や中村原地区住宅造成工事は、既

に着工しており、中村原地区は来年３月には被災された皆様に分譲す

る予定でございます。中粕川地区宅地かさ上げ事業の中粕川地区復興

まちづくり宅地造成工事第２期も仮契約を締結したところでありま

す。 

今後は、これらの工事とともに、災害公営住宅の設計、建設、粕川

地区防災コミュニティーセンターの基本計画策定など、粛々と進めて

まいりたいと考えております。また、そのほか公営施設や農地、農業

用施設などの災害復旧工事を順次行っており、本年度内での全箇所復

旧が完了する予定でございます。そのほかの災害関連の工事は、西光

寺川緊急しゅんせつ工事や吉田川緊急しゅんせつ測量設計業務を発注

しており、また、石原地区の流域調査及び浸水対策検討業務も発注し

ており、大雨による河川災害の未然防止に努めているところでありま
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す。 

次に、主要施策に基づく諸事業について御報告を申し上げます。 

農業、商工業振興に関しましては、新型コロナウイルス感染症対策

として、引き続き中小企業者等の経営及び雇用の維持を実現するた

め、第４期令和３年９月から12月分としての支援金を交付してござい

ます。また、新型コロナウイルス感染症予防対策交付金は、期限を延

長して申請受付をしているところでございます。 

黒川商工会が実施する２割増商品券は完売し、もう既に換金率が

80％以上となり、多くの町民の方々に御利用いただき、消費喚起、町

内業者の支援につながっているものと思われます。 

本年９月に着工したカントリーエレベーターは、順調に米の受入れ

を開始し、将来のより効率的な農業体系が確立されることを期待をし

ているところでございます。 

道の駅おおさとにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大緊急

事態宣言後、初めてのイベントとして、リニューアル３周年記念を

11月20日、21日の２日間で開催いたしたところであります。町内外か

らたくさんの御来場をいただき、これまで以上の大きなにぎわいとな

りました。今後も本町の観光拠点としての役割を果たしていかなけれ

ばと、振興公社と連携し、にぎわいを創出してまいりたいと思いま

す。リニューアル３周年祭に合わせて、町の特産であるモロヘイヤの

関連新商品も数多くラインナップされたところであります。 

縁の郷の運営につきましては、初めてのイベントとして、農業体験

イベントを実施したところ、町外、県外から数多くの参加者をいただ

き、農業を主軸においた観光の在り方の可能性も感じたところでござ

います。今後の取組、さらに期待するところでございます。 

公園に関しましては、郷郷ランドのやんちゃ丸常長が解体し、新設

工事が８月中旬から着手し、現在、基礎工事が完了し、ただいま休工

しているところでございますが、来年１月から再工事を着工し、２代

目船形復興遊具が来年３月に完成する予定でございます。 

次に、平成30年に分譲を開始した恵の丘団地に関しましては、10月

に完売となりました。心配しておりましたが、おかげさまで全区画完

了となったところであります。 

上下水道に関しましては、粕川地区や大松沢地区の石綿セメント管

の更新に係る設計業務を発注しており、安定的な給水の確保に努めて

いるところであります。 
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ドローン事業に関しましては、国家戦略特区制度を活用し、準国産

ドローン研究開発施設整備等関連企業の誘致、関係する支援等の整備

を実施し、雇用の確保と町の経済発展を目的とし、各種実証実験やド

ローン活用特区推進協議会を開催いたしたところであります。 

住民バス事業に関しましては、運行計画の見直しを政策審議会に諮

問し、答申を頂戴したところであります。今後、詳細な調整を行った

上で、議会に報告し、来年度の運行計画案の基礎としたいと考えてお

ります。 

各種検診に関しましては、４月より予定してございますとおり実施

し、順調に推移してございます。受診率が低い検診に関しましては、

追加検診を行うなど、検診率を向上させるための対策を講じたところ

であります。 

子供・子育てに関しましては、子供のインフルエンザ予防接種費用

助成対象を生後６か月から18歳とし、10月から来年１月まで申請を受

け付けてまいります。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受

けている一人親家庭を支える観点から、10月に児童扶養手当受給者に

１万円を支給いたしたところであります。 

学校教育に関しましては、今年度から２か年、県教育委員会の指定

を受け、行きたくなる学校づくりに取り組んでいるところでありま

す。また、児童生徒の学力向上のため、宮城県総合教育センターと連

携し、事業改善への指導や助言をいただく学校サポート事業を実施し

ていたしたところであります。新型コロナウイルス感染症対策では、

昨年度に引き続き、大学生など学業継続支援給付金を支給いたしたと

ころであります。 

社会教育に関しましては、少年の主張全国大会に大郷中学３年生の

山内莉羅さんが出場し、奨励賞を受賞いたしました。本町にとって大

変名誉なことであります。小中学校の芸術鑑賞会は、大郷中学校で青

少年劇場小公演「揚琴のコンサート」を実施し、大郷小においては、

12月９日に仙台室内合奏団による音楽アウトリーチ事業を行うとされ

てございます。 

文化財事業は、大郷町の歴史を知ろう事業を開催し、改めて町の歴

史に触れ、文化財を身近に感じてもらいたいと実施したところであり

ます。 

公民館事業に関しましては、令和４年１月９日に大郷町成人式の挙

行を予定してございます。ただいま新成人の方々が準備を進めている
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ところであります。 

最後に、町営住宅跡地旧山中教員住宅跡地につきましては、土地境

界確定測量が完了したことから、今後定住促進のための住宅用地とし

て売却する予定でございます。 

それでは次に、今定例会に御提案します議案の概要を申し上げま

す。 

    一般議案といたしましては、条例制定として大郷町住宅再建促進団地

の分譲に関する条例、一部改正として大郷町国民健康保険条例の２議

案を御提案いたします。また、中粕川地区復興まちづくり事業用地の

財産の取得について、黒川地域行政事務組合の視聴覚教材センターの

廃止に伴う規約変更と財産の処分についての３議案を上程させていた

だきます。 

    令和３年度の各種会計補正予算に関しましては、一般会計では初めに

計８件の補正予算を御提案申し上げます。また、追加議案として11月

30日に仮契約を締結した工事請負契約の締結について２件と、子育て

特別給付金を計上する一般会計補正予算（第８号）を御提案させてい

ただく予定であります。 

    詳細につきましては、後刻担当課長より説明をさせていただきますの

で、御審議の上御可決賜りますようよろしくお願い申し上げ、行政報

告といたします。ありがとうございました。 

    ここで私から、小学校６年生の皆さん、わざわざ本町の議会の傍聴に

おいでをいただいたことに心より感謝を申し上げたいと思います。い

よいよ皆さんが次の世代を背負う皆さんでありますので、そのために

もしっかりした議会活動を皆さんに御披露申し上げて、将来にわたっ

て大郷町を愛していただきたいと思います。こうしてコロナ禍に負け

ないようにマスクをして皆さんも頑張っていることに、併せて感謝を

申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

議長（石川良彦君） 以上で町長の行政報告を終わります。 

                                           

          日程第６ 一般質問 

議長（石川良彦君） 次に、日程第６、一般質問を行います。 

    質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

    11番石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） 今町長から、子供たちにしっかりした議会をということ

であります。踏ん張って頑張っていきたいと思います。 



―８― 

今日の話はこの教育の課題というものを中心にお話をしたいと。 

学校において、子供たち、児童生徒の皆さんが、一番この一人一人

を見られておるのは、やはり学級担任の先生であろうと、そのように

思います。その先生方は、毎日のように子供たちの顔色はどうなんだ

ろうか、また体調が優れているんだろうか、昨日何かなかったのか、

いろいろそのような立場を見られる立場にある。その先生方、皆さん

も御存じのとおり、大変お忙しい状況にある。保護者の対応、また地

域の子供たち、そしてまたいろいろな会議等を抱えて対処と、皆さん

でしっかりと対応をしているということであります。やはり大変忙し

い。 

教育白書によりますと、先生方の過労死という問題が非常に課題と

なっているということであります。そんな中で、いじめ、または暴

力、そしてまた不登校、こういう子供たちが増えてきている。その子

供たちを少しでも少なくしていくというのは、やはり先生方の時間

帯、コマ数とも言いますが、そのコマ数を少しでも減らして、そして

その空いた時間において体調管理なり、または子供たちにより、今よ

り以上に接していただくということ、これによって今の教育課題とい

うもの、これを少なくしていくということだと、私は思うところか

ら、今回の質問をさせていただきます。 

子供たちの教育環境づくりに努力を。 

教育課題として全国の小学校・中学校で12万人の児童・生徒が不登

校を理由として30日以上欠席しており、不登校児童に対する支援措置

の充実等が課題と報道されております。学校は子供たちが夢と希望を

持って入学をいたします。それが何らかの原因で学校に行けなくな

る。本人の心の内での葛藤、これは計り知れないものがあると思いま

す。 

相談員、支援センター、スクールカウンセラー等の配置など、あら

ゆる支援策を講じて対応すべきと考え、次の点についてお伺いを申し

上げます。 

（１）安心して学べる環境に。 

子供たちが情報社会の中で、ＧＩＧＡスクール構想において、情報

手段を学び、自立して生きる方法を勉強していくことだが、現在の学

びの中で、本町の子供たち、先生方の要望、問題点としてどのような

ものがあるのかお伺いを申し上げます。 

（２）教員の働き方改革で業務軽減を。 
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文科省は、来年度より小学校の５・６年生で、本格的に導入する教

科担任制を進めるとある。これにより、高学年の先生の持ちコマ数を

減少させるということであります。先生方にゆとりが生まれ、子供た

ちをしっかり見られるようになる。不登校、いじめ、暴力等の解決に

もつながってくるものと考えるが、お伺いを申し上げます。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。教育長。 

教育長（鳥海義弘君） 石垣正博議員の子供たちの教育環境づくりに努力をの

御質問につきまして、答弁いたします。 

（１）の安心して学べる環境につきましては、ＧＩＧＡスクール構

想に基づき、今年度からＩＣＴ機器を活用した授業を開始しており、

学習への関心や意欲を高める道具の一つとして毎日活用されておりま

す。現在、子供たちや先生方からの要望、問題点は特にない状況では

ございますが、さらなる活用や家庭への持ち帰りにより、今後、様々

な要望や問題点が出てくるものと思われます。ＩＣＴ機器の活用に関

しては、学校の先生方と教育委員会で組織するＩＣＴ教育推進委員会

で、その都度対応を検討してまいります。 

（２）の教員の働き方改革で業務軽減をにつきましては、現在、大

郷小学校の５・６年生におきまして、理科と英語について教科担任制

を実施しております。週当たりの授業時数は、理科が３時間、英語は

２時間となっております。５・６年生の学級担任は、週当たり５時間

の空き時間があり、職員室等で授業の準備やテストの採点等の事務を

行っております。空き時間があることで、休み時間や放課後に児童と

触れ合う時間が増え、いじめ等の問題行動を抑制することにも役立っ

ております。また、教員の時間外勤務時間の減少につながっており、

ゆとりも生まれております。 

以上でございます。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） ありがとうございました。 

この中で、持ち帰りというものについてお聞きを申し上げますが、

今、本町における持ち帰りはどうなっているのか。要するに今年の８

月に、文科省においてその活用状況、ＩＣＴの端末の活用状況を公表

してございます。今、本町においてのこの持ち帰り、どうなっている

のかちょっと教えてください。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） お答えいたします。 
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前回の議会でもお話しいたしましたとおり、11月中の持ち帰りを目

指しまして、小・中学校を通しまして保護者に持ち帰りに関する同意

書の提出をお願いしたところでございますが、現在、まだ未提出の保

護者の方も小・中共におられまして、再度提出をお願いしているとこ

ろでございます。保護者の同意をいただいた形で、持ち帰りを実施し

たいと思っております。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） 小・中学校において、もう既に実施しているところが

25.3％です。要するに４分の１がもう既に実施している。そしてまた

非常時においては64％の小・中学校で実施をすると。本町においては

まだということですが、その同意、これについていつ頃もらえて、い

つ頃やるのか。早くやってほしいんですが、どうなんでしょうか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） お答えいたします。 

同意書をできるだけ早くいただきまして、12月中には持ち帰りをし

たいと思っておりますけれども、この提出がないと、ある方は持ち帰

るけれども、同意をいただいていない方は持ち帰れないという状況は

ぜひ避けたいと思っておりますので、その辺のお出しをいただけない

状況がどういう理由なのかというところを、学校を通しまして保護者

の方に再度提出をお願いしているというところでございます。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） まずその持ち帰りについての要綱、または条例、何かそ

の辺のことはあるんですか。問題点はありますか。 

議長（石川良彦君） 学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） 持ち帰りに関しましては、町の教育委員会で使

用する、持ち帰りに関する規定を設けておりますので、それに基づく

手続を今進めているという状況でございます。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） それは特にないということのようであります。やはり我

々もそうでしたが、小さいときに先生がおっかなかったんですが、復

習、予習、これはしっかりやりなさいと。先ほど教育長から話があり

ましたけれども、これは道具としてというような話がありましたが、

いずれこの端末も主になりますよね。これは早くから、やはりこの端

末に慣れる、そしてまたしっかりとそれを習得しておかないと、学校

に、高校に行く、または大学に行くときにそれが遅れては困るわけで
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すよね。ですからその復習にする意味でも、早くそれをやっていただ

く、合意をもらえないというのは私も意味が分からないんですけれど

も、いろいろ内容がある。その辺も何かクリアするものがあるんじゃ

ないかと思います。その辺、教育長にしっかりとお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

議長（石川良彦君） 教育長。 

教育長（鳥海義弘君） 先ほど課長が詳しくお話を申し上げましたが、やはり

一つ一つの家庭に様々な事情があると思いますので、それにやはり丁

寧に対応して、子供たちが不利益を被らないようにしてまいりたいと

思っております。以上です。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） その対応についてよろしくお願いいたします。 

それでこの端末の持ち帰りと言いますと、やはりトラブルになった

り、そういうものが。そのトラブルを、またはいろいろなことの問題

点を抱えたときにどういう解決をするかということになれば、やはり

しっかりとした人が必要だろうと。ＧＩＧＡスクール運営支援センタ

ー、これを各自治体にも受けてもいいよと。そしてその半額応援しま

しょうと、これは文科省で話している。この辺はどうなっています

か。ＧＩＧＡスクール運営支援センターについてお伺いします。 

議長（石川良彦君） 学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） お答えいたします。 

新聞報道でございますけれども、端末の故障時の対応でありました

り、教職員のサポートを担う拠点として、今、議員がお話しされたよ

うに、ＧＩＧＡスクール運営支援センターを実際に整備するに当たっ

ての運営費の２分の１を補助するという報道はされておりますが、こ

の件に関しましては、まだ宮城県教育委員会、それから文部科学省か

ら具体的な制度について、通知等はまだいただいていないという状況

でございますので、まだ新聞報道のみという状況でございます。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） その辺も早く備えておいてほしいと思います。いずれこ

れは早くやってください。 

それと今年の、これも８月の公表であります。これは別の話になり

ますけれども、先生方に対してのこの課題、要するにデジタル庁でＧ

ＩＧＡスクール構想についてのアンケートを取ってございます。その

中の先生方の課題ということに、この公表がありますが、７月１日か
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ら31日の１か月間、アンケートを取っていますが、その辺本町ではど

うなんですか。 

議長（石川良彦君） 学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） お答えいたします。 

    このＧＩＧＡスクールに関する調査、あとは数々来ているところでご

ざいますけれども、議員が言われましたこの調査につきましては、Ｇ

ＩＧＡスクール構想に関する教育関係者アンケートというものだと思

うんですが、これはネット上で自由に回答していただくという内容で

ございまして、教育委員会で先生からの回答を取りまとめて、県、国

に報告するという内容ではありませんので、どのような回答をしてい

るかというところは、私どもでは把握していない状況でございます。

先ほど教育長が答弁しましたとおり、特に学校の先生からのその課

題、要望というのは今のところないという状況でございます。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） そのことにも大事なことが載っていました。それは先生

方の課題であります。教えるほうですよね。非常に大変なことになっ

ているのではないかなと俺は思うんですけれども、そのことについて

先生方の教える課題についてのアンケートの中身は、大ざっぱに分け

て、要するにネットワークにおけるその機械の整備状況、そしてまた

指導方法というもの、これの課題が多かった。 

それで６割の先生が活用能力の高い先生、要するに特定の先生にそ

の業務負担というものがかかりすぎている。そしてまた５割の先生が

ＩＣＴの効果的な活用方法が分からない。それと４割の先生が先生に

対する先生方のＩＣＴに対する整備状況、これが十分ではない。 

要するにＩＣＴ活用、人材というもの、人材における応用、要する

に専門の先生が必要ではないだろうかということをお話を申し上げて

いるようであります。その内容はですね。本町において、先ほど前に

読みますと、要望、問題点は特にない、それは言えませんよ。しっか

りと今言ったようなことを見て、結果をしっかりと見ればそういうこ

とになっている。本町の課題はどうですか。ないと言うんですが、本

当でしょうか。 

議長（石川良彦君） 学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） お答えいたします。 

今、議員が言われましたように、ネットワーク上の機械の環境の問

題というのは、確かに出ているということは聞いておりますが、本町
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におきましては、そのネットワーク上で例えば学校で使った場合に速

度がなかなか遅くてつながらないとか、子供たち全員がつながらない

というような問題は起きておりませんので、環境面での問題は現状と

しては特にないと思っております。 

それから先生方のＩＣＴを使った指導力の向上というところは、も

ちろん問題でございます。本町の場合、堪能な先生がおりますので、

その先生を中心に、校内で研修等を行っておりますし、教育委員会で

も８月にＩＣＴの講習会、研修会を行いました。それから今度12月

10日にも実際に先進校のそういうものの操作に堪能な先生に来ていた

だいて、授業のやり方というところを研修する予定でございます。そ

のような形で学校で円滑に使えるようにしていきたいと思っておりま

す。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） 今、やはり問題はないと言いますけれども、私が言いた

いのは小学校では今、４月からこの端末の使用で勉強をしておりま

す。中学校は７月から開始をしたと聞いております。これはなぜなの

か。その理由は何なのか。先ほど私は先生方の中でこのＩＣＴの効果

的な活用方法が分からないと答えたアンケートがあったと。その中で

やはりそれに関連している、専門の方がいないから、または活用能力

の高い人に業務が偏っているから、そのような問題が出ているという

ことは、これは私は大郷小学校でも、または中学校でもあり得ると。

じゃあなぜ中学校は７月から始めたんでしょうか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） お答えいたします。 

確かに先生方の活用に対する能力といいますか、それはもちろん差

がございますので、小学校のほうが堪能な先生が多くいらっしゃるの

で、先に進んだという部分はございます。中学校につきましては、そ

の小学校の先生方の力もお借りをして、できるだけ早く使えるような

形を取ったわけでございますけれども、そういうふうに先生方のやは

り指導のほうでどのように使うかというところは、確かに課題ではあ

りますけれども、現状のところ小・中学校連携をしながら、何とか進

めておられるという状況でございます。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） 子供たちの要するに遅れ、今、小学校、中学校の遅れで

す。しかしながらそれが高校、大学に遅れがそのまま行くわけです
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ね。レベルが格差が高校に行く、もっとその上に行くと格差が少しで

もある、これは非常に大変なことであります。そんなことでこの英語

のＡＬＴの先生のように、特殊な科目、その中ではやはり教育長に、

以前に一般質問で話をしておりますＧＩＧＡスクール構想でありま

す。そのときに人材の登用、専門家、ＩＣＴ支援員、またはいろいろ

なそのような精通した人、これを登用してはどうだろうか。それはち

ょっと検討する、しかしその後の質問で、財政的に難しい。 

財政となればこれは行政であります。その行政において、デジタル

化、行政のデジタル化を急げという質問で、町長はこう答えた。検討

したい、例えば部、課、または１つのグループをつくって、直轄とし

てしっかりと行政、そして学校、それから一般企業、それから一般の

我々に対してもしっかり周知をできるような、そういう課が必要では

ないだろうか。それにはしっかりと先ほどこれは前に話したんです

が、総務省のデジタル庁ができる前、そのときに総務省ではＤＸ計画

を持って、半分を出しますよと。特措法で半分を出します、ですから

どうですかということがあったと思います。そういうことで町長の答

えとして検討するということでありましたが、いかに検討されたか、 

議長（石川良彦君） 石垣議員、そういった総体的な中のＧＩＧＡスクール構

想についての一般質問でありますので、その内容についての質問に変

えてください。 

11番（石垣正博君） 行政についてのその考え、やっぱり財政については分か

りません。その辺はどうなっていますか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） 今お話ししているのはＩＣＴ支援員のことをお

話しされていらっしゃると思うんですが、財政的というふうに教育長

が申し上げましたのは、実際国のほうで２分の１を出すと言っており

ますが、実際、そのＩＣＴ支援員を雇い入れる場合に、国で言ってい

る２分の１では全然金額が足らないという状況が今出ております。そ

ういうことで、その財政的なというお話を説明、前回、教育長のほう

で申し上げたというところでございます。 

議長（石川良彦君） 次に答弁願います。教育長。 

教育長（鳥海義弘君） 課長に加えてちょっとお話を申し上げたいと思います

が、11月に教育委員会で教育委員で小・中学校を訪問させていただき

ました。その際、全部のクラスの授業を拝見したわけでございますけ

れども、小・中学校ともそのｉＰａｄを使いながら授業に取り組んで
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いる、そういう先生方が非常に多くあって、非常に自然な形で授業

に、いわゆる文房具の一つとして活用している先生方が増えているこ

とに、非常に力強く思ったところでございます。 

それからこのＧＩＧＡスクール構想につきましては、御案内のとお

り５年間かけてじっくり取り組む事業でございました。それがコロナ

によりまして、１年間でたちまち全国各地にｉＰａｄといいますか、

こういった環境が整備されたわけでございます。先日の学院大の教授

の話によりますと、やはり５年間かけてやる事業でございますので、

じっくりその現場にあった活用の方法を模索していただきたいという

お話もありますものですから、これからも大郷に合ったそういったも

のを求めてまいりたいなと思っております。何といっても現場が一番

でございます。それを支援していくような体制を取ってまいりたいな

と思っております。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） しっかりとやはり対応をお願いしたいと思います。今、

教育長からしっかりと対応するということでありましたが、やはり先

生方、大変お忙しい中にある、それを少しでも緩和できればなという

ことからの質問でありますが、大綱２番に移っていきたいと思います

が、その中でこの教員の人事配置というか、そういうものというのは

何か教員の配置基準かな。そういうものというのはおありなんでしょ

うか。お願いします。 

議長（石川良彦君） 学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） お答えいたします。 

    教員の配置基準でございますけれども、公立義務教育諸学校の学級編

成及び教職員定数の基準に関する法律というものがございまして、そ

の法律に基づき、宮城県が定める学級編成基準によって先生方が配置

されているという状況でございます。学級数により小学校では17名、

中学校では13名と現在なっておりまして、これは校長先生を除く人数

でございます。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） その17名というのがそれは基準でなっているということ

ですが、それは要望、例えばやはりその地域によって違いますよね。

例えば教育課題が非常に多いとか、またはいろいろな問題を抱えてい

る、そのような場合はどうするんですか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。学校教育課長。 
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学校教育課長（菅野直人君） そういう場合には加配という制度がございまし

て、例えば本町ですと外国人の子供が校区にいるということで、そう

いう外国語の指導をするための加配といって、その基準のほかに先生

を配置いただけるという制度を使っております。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） その中で平成18年、これは大分古いんです、新しいのを

見つけようと思ったら見つかりません。その中で先生方の勤務実態調

査、これをやっておりますね、国でね。文科省で。そのやった結果と

して、先生方の残業が１日当たり２時間、月に直すと34時間残業が。

20時間を超えると先生方は非常に大変だと、きついよというようなこ

とが言われているようでございますが、そのほかにも病気、または休

暇欠席、そういうような先生が増えているといいますよね。そうであ

れば、本町の実態、これはどうですか。教育長、どのように見ており

ますか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。教員長。 

教育長（鳥海義弘君） お答え申し上げます。 

小・中学校からは月ごとにどのぐらい先生方が超過勤務をしている

かというのが一覧表で上がってまいります。非常に多い場合は、やは

りこちらからどうして多いのかということは問合せしながら、先生方

の教育管理を十分お願いしているところでございます。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） その辺から私も抱えているものが必要だろうということ

でありますけれども、加配について、今回英語、理科、算数、体育、

これについて学級の担当制をしくということでありますけれども、も

う既にこれは先ほど教育長が話したとおり、やっているということで

ありますが、令和４年度の政府予算の概算請求で、2,000人の加配とい

うことでみておるようでありますけれどもね。そうすると本町におい

ては、もう既にこの配置になっているということは、それはどのよう

な理由なんでしょうか。本町だけではないかと思いますけれども、ど

うなんでしょうか。 

議長（石川良彦君） 教員長。 

教育長（鳥海義弘君） これは先ほど課長も申し上げましたけれども、宮城県

の教育委員会で、そういった入るといいますか、前倒しでそういった

小学校の教科担任制を早めに手当てをしているということでございま

す。議員お話の全国で2,000人という加配の数でございますけれども、
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非常に多いようでございますが、全国に２万校の小学校がございま

す。１万校の中学校がございます。仮に小・中学校１人ずつ加配を充

当したとしても３万人必要であるということでございますので、そう

いったことからしますと、大郷の小・中学校に加配が令和４年度充当

されるかどうか、またちょっとその辺は分かりません。以上でござい

ます。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） もう一度教育長にお聞きしたいんですが、先ほどの回答

で週５時間の加配によって空いてきますよと。そうすると学校の担任

の先生として、いろいろな効果がありますよということですが、今ま

でのもう一度お伺いしたいんですが、どうなんでしょう。先生方のお

言葉をお聞きしておるんでしょうか。 

議長（石川良彦君） 教員長。 

教育長（鳥海義弘君） 先ほどもお話し申し上げましたけれども、５・６年生

におきましては、週５時間ほど空き時間が担任の先生方にあると。こ

れは決して教科の準備とか、子供の様子の確認とか、そういったこと

で学級を離れて先生方が取り組む仕事がその５時間の中でできるとい

うことでございますので、子供たちにより細かな目配りができるので

はないかなと思っているところでございます。 

議長（石川良彦君） 石垣正博議員。 

11番（石垣正博君） これまで長々とこのようなことを聞いております。その

ことについて、私は先ほども申し上げましたが、学校現場、これは一

番大事だよな。現場、またはその原点、これは非常に私は大事だと思

っています、常日頃から。これは学校ばかりではありません。その中

で、やはりしっかりとその辺を改める、改革をしていくことによっ

て、先生方の仕事の量が減る、そのコマ数を少しでも減らせば体調管

理なり、またはいろいろなことができるんだよなと。特に今、問題を

抱えている教育課題、これは多くあると思います。その辺をしっかり

と今後見ていただきまして、ぜひ子供たちが羽ばたいていくように、

大郷でね。そういう学校づくりをお願いしたいと思いますが、教育長

のお話を聞いて終わりたいと思います。 

議長（石川良彦君） 最後に、教育長。 

教育長（鳥海義弘君） 今後も先生方の声、子供たちの声を大事にしながら、

子供たちのたくましい生きる力を涵養してまいりたいと思っておりま

す。以上でございます。（「終わります」の声あり） 
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議長（石川良彦君） これで石垣正博議員の一般質問を終わります。 

    ここで10分間休憩といたします。 

午 前 １１時０６分  休 憩 

午 前 １１時１６分  開 議 

議長（石川良彦君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

    ４番大友三男議員。 

４番（大友三男君） それでは通告に従いまして一般質問を行います。 

    大綱１番、防災減災対策について。 

    （１）町長は、本町を開発地域と里山などを残す開発抑制地域と大き

く分けると発言していますが、今後、災害の少ない町を目指すため

に、どのように地域分けを行うのか、明確な計画を示すべきと考えま

すが、町長の所見をお伺いします。 

    （２）といたしまして、本町では太陽光発電所や土砂採取場が増加傾

向にあります。開発行為により、大雨による吉田川及び鶴田川流域で

の水害発生に少なからず影響があったと考えられます。水害による防

災減災を考えた場合、開発行為に関し、本町独自の規制条例を策定す

る必要があると考えますが、町長の所見をお伺いしたいと思います。 

    （３）令和元年度台風19号災害が発生したことにより、行政として水

害に関しての防災減災対策は講じていますけれども、土砂災害に対し

て町民の生命財産を守るため、どのような対策を講じたのかお伺いし

たいと思います。 

    大綱２番といたしまして、コロナ感染症などによる生活支援について

お伺いしたいと思います。 

    コロナウイルス感染症や原油価格高騰、さらに物価の上昇や米買取り

価格の下落など、本町で生活している方々の生活に影響が出ていると

思います。高齢世帯や子育て世帯・低所得者世帯など、生活が大変な

方への支援が必要と考えますが、町長の所見をお伺いします。 

大綱３番といたしまして、有害獣対策について。 

近年、イノシシによる農作物被害が増加している。増加しているイ

ノシシ駆除を行うためには、本町猟友会会員10名だけでは限界があり

ます。イノシシの適切な駆除を行い、農作物被害を防ぐためには、わ

な資格者を増やすことが必要であると考えますが、町長の所見をお伺

いいたします。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） ただいまの大友議員の大綱１番、防災減災対策の（１）



―１９― 

について、申し上げたいと思います。 

区域分けの計画でございますが、里地・里山の保全区域は、今年３

月に策定した大郷町都市計画マスタープランの土地利用方針により、

北部と南部に区域を設定してございます。また、開発に当たり、慎重

な検討を要する区域については、開発指導要綱により規制の項目と対

象となる区域を定めてございます。 

次に、（２）の本町独自の規制条例の制定ということでございます。

まず小規模な太陽光発電事業は、ただいま増加してございます。土砂

採取業者による新規開発は、平成27年度以降はございません。町独自

の規制、もしくは条例の制定については、以前から御指摘をいただい

ているところでございますが、規制の内容について開発指導要綱との

兼ね合いなどとも調整を図りながら、議論を深めることが必要である

と考えております。 

次に、（３）の土砂災害への対策でございますが、本町では、土砂災

害防止法に基づき124か所（土石流32か所、急傾斜92か所）が土砂災害

警戒区域等指定箇所に指定されてございますことから、土砂災害の恐

れがある区域については、危険の周知や宅地等の新規立地の抑制を図

ってございます。毎年６月には宮城県と合同で土砂災害警戒区域を巡

回パトロールし、災害発生の未然防止に努めているところでありま

す。また、受益者から事業費の一部を負担をいただいて、宮城県が急

傾斜地崩壊防止施設の整備事業を行ってございます。 

大綱２番のコロナ感染症などによる生活支援についての御質問でご

ざいますが、政府で決定された経済対策について、御質問の世帯への

支援策や原油対策も含まれていることから、国や県からの通知が届き

次第、内容を精査し、支援策について総合的に判断してまいります。 

大綱３番の有害獣対策についての御質問でございますが、近年のイ

ノシシによる農作物などの被害、目撃情報は年を追うごとに増えてご

ざいます。町としても本格的な対策が必要と認識しているところであ

ります。 

そのような中で、本町の猟友会会員は10名いるものの、イノシシを

駆除する担い手としては不足している状況となっていることから、イ

ノシシ被害を抑制するため、これまでも助成を行ってまいりましたわ

な資格の取得助成、侵入防止施設の設置助成などを活用しながら、町

民の方自らがイノシシ捕獲、被害対策の担い手になっていただけるよ

う、広報などの様々な媒体を活用しながら周知してまいりたいと考え
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ているところであります。今後どうしても駆除する人材が不足して困

るということであれば、シルバー人材センターにも担い手としてなれ

る方々がいるのではないかと思うので、相談をしてまいりたいと考え

ているところであります。 

以上です。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） それでは再質問させていただきたいと思います。 

    大綱１番の防災減災の関係なんですけれども、ここで開発指導要綱に

より規制の項目と対象となっている地区を定めているということなん

ですけれども、現実問題として令和２年３月の資料の関係なんですけ

れども、町内での太陽光施設、約73か所、数字に誤りがあればあと訂

正していただきたいと思いますけれども、一応資料を見た関係でその

数字になっております。土砂採取場に関しては約19か所ということな

んですけれども、これ鶴田川上流域は大規模太陽光施設が集中してい

るという状況があり、さらに吉田川支流、滑川、味明川などの上流域

では、土砂採取場が集中しているというのが現状でございます。そう

した中で、山里景観を残すということどころか、開発によってこれ山

里自然を壊しているということが行われているんですけれども、これ

に関してどのようなお考えを持っているのか。この開発指導要綱だけ

での話で済んでいると思っているのか、お答えいただきたいと思うん

ですけれども。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（千葉 昭君） お答えいたします。 

町長答弁のとおり、現在のところ開発指導要綱、そちらをもちまし

て開発事業者といろいろ申請があった場合につきましては、開発指導

要綱を基にいたしまして、様々な指導、相談、そういったものに乗っ

ていただいているところでございます。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） 確かにその開発指導要綱、私も開発調整会議の一員にな

って、この指導要綱を適用しながらいろいろと会議に参加させてもら

っている経緯もあるんですけれども、実際問題として開発指導要綱の

中でいろいろとあるとは言いながらも、実際問題として里山を残すと

いう抑制地域とか、そういうものが明確に示されているのかどうなの

か、お伺いしたいと思います。 

議長（石川良彦君） まちづくり政策課長。 
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まちづくり政策課長（千葉 昭君） お答えいたします。 

    土地利用方針の土地利用方針図の中で、川北と川南のほうに里地・里

山の保全を行う区域というふうに、区域の指定を行っておりますが、

例えば番地、そういったところまでの指定ではございません。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） 要するに、確かに吉田川境に川北、川南地区、大きくマ

スタープランの関係などでも分けられている経緯もあるんですけれど

も、これは本来大郷町のこの町道の中で、例えば川南地区だけ残しま

すよとか、川北地区だけに残しますよとか、そういう大きなくくりで

はなくて、本来の自然のある姿というものをやっぱり残す必要がある

のではないかと。そうした場合に、大松沢地区、粕川地区、大谷東部

地区、大谷西部地区、この４ブロックにかけてその地区内においての

区域分けといいますか、開発地域とか抑制地域とかという、もっと細

かく分けることも大事なんじゃないかと思うんですけれども、いかが

お考えなのか、そこのところをちょっとお聞かせください。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） ただいまの議員の御質問で、細かい区分けをすべきだと

いう御意見でありますが、今、実は私自身も本町の高齢化率がどんど

ん進む、老夫婦２人生活で後継者もいない、田んぼも耕さないでもう

何十年も放棄した、当時30年40年前に開田をやってその時代に恩恵を

受けた農地が今荒廃している。それをどう救っていくかという大問題

を私は抱えている。そういうことから、今、小規模な太陽光発電事業

によって、そういう方々が新しい土地利用として小規模の太陽光発電

に利用することによって、何らかの収入を得ながら、今細々と生活を

しているという実態も見ております。 

そういうことからしますと、議員の言っているそういう細かい自然

を残す、何のために。それは俺の土地だよと、何で駄目なのと。これ

にどう答えますか。町としては、自然を破壊しない程度に調整をしな

がら、そういう人たちのためにも、ある意味で新しい時代背景として

のこの太陽光、これに寄与できるものがあるとすれば、可能な限り開

放すべきだと私は考えております。ただ、傾斜地を無視してできる限

り今、技術革新も進んできて、廃田などは段々畑、その状況を十分反

映しながら設備が設置できるという時代になってまいりましたので、

決して傾斜地が平らにしなくて駄目だとかということでない限り、大

いにそういう高齢者対策の一環としても、地域経済の活性化につなが
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るということであれば、考えていくこともそういう時代背景だと私は

考えているところであります。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） 確かに個人の土地に関して規制といいますか、かけるの

はこれは大変なことだと思います。そうした中でも、やはり経済云々

というのも確かに大事なんだとは思いますけれども、農地をやっぱり

農地として使うのが一番だと思うんですよね。町長も言っているよう

に、大郷町は農業が基幹産業だと言っているわけですから、やはりそ

うした中でもしっかりと小規模な太陽光発電、そういうものもどんど

ん今、増加している状況の中で、やはりその抑制するというようなこ

とも、ある程度考えていく必要があるのではないかということなんで

すよね。 

そうした中で、やはりこの抑制云々という話も、次の大綱２番の質

問にも関係するので、次の条例規制関係の質問に入りますけれども、

これはまあまあ大きな話になってくるんですけれども、近年、本町だ

けでなく近隣市町村での吉田川や鶴田川に流入する支流の上流域で開

発行為が活発になっていることもあり、令和元年度台風19号の大雨に

よる本町の甚大な水害に少なからず影響があったと考えています。そ

うした中で、令和元年の台風19号災害を教訓といたしまして、やはり

丸森町のように開発規制条例、これ先ほど民有地云々という話もあり

ましたけれども、丸森町の関係ではこの民有地の関係でも自然環境を

損なわない災害を起こす恐れがある計画の事業者に土地が賃借、売却

されないよう、土地所有者に対しても一定の責務を求める規定を盛り

込むというようなことも丸森町では行われるようであります。そこま

で云々という話では、規制云々というわけではないんですけれども

ね。やはりそうした中で、開発行為に伴う災害防止の観点や大郷町の

自然豊かな景観を、今日傍聴に来られた小学生など、将来の世代に残

すためにも、開発禁止区域や抑制区域というものを設けるべきだと考

えております。本町で増え続けている、今言ったような太陽光発電施

設、さらに土砂採取場の申請がないといいますけれども、実際問題、

本町の町有地でも土砂採取が始まるわけですから、これは。そうした

中で、さらに今回、その土砂採取場だとかそういう開発だけでなく

て、味明地区で計画されていた食物残渣を使用するバイオガス発電施

設などに対して、条件はつけられますよ。確かにあの開発指導要綱で

は。ですけれども、ほとんど禁止できないような要綱だと思います。
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その規制条例の策定は、水害に対しての防災や減災対策としてだけで

なくて、公害や風評被害などが想定される開発行為にも対応できるよ

うに、本町独自の開発抑制のための規制条例を策定する必要があるの

ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

議長（石川良彦君） まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（千葉 昭君） お答えいたします。 

規制の条例でございますが、最近であれば丸森町が規制の条例を策

定しております。ただ、丸森町、大郷町とともに令和元年度台風によ

りまして大きな被害を受けた自治体ではございますが、地理的な条件

等、大郷町と丸森町ではちょっと違うものかなと。そういったところ

も含めながら、条例を制定するといった場合につきましては、もっと

慎重な作業、審議が必要になってくるのではないのかなと考えており

ます。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） 慎重な審議、もちろん慎重な審議はしなければいけない

と思います。ただ、今までの開発指導要綱の中では、なかなかその開

発を止められないという経緯もあったわけですから、やはりある程

度、止めると言わないまでも、抑制できるぐらいの、富谷市で設置し

たような景観条例とか、よその町、丸森町でもそのとおりなんですけ

れども、そのようなこともやっぱりしっかりと考えて対応していく必

要があるのではないかと思うんですけれども。同じ答弁になりますか

ね。もう一度それに関して答弁いただければ。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。課長は同じだからでは町長から。町長、

お願いします。 

町長（田中 学君） 議員ね、何で丸森であそこまで強硬な政策をとらなけれ

ばならないのかということに大変興味があって、町長と直接お話しし

た。丸森の山と大郷町の山は全然違う。丸森の山は傾斜が急でそして

土質が玉石、ほとんど玉石を含んでいて水を含むと流れる、それが今

回の災害を起こした原因。だから危険箇所を全部くくってしまって、

ある意味では手をつけられないようにして、補償するという内容にし

なければ駄目だということからあれをやった。だから手をつけられな

い。手をつけられないけれども、何らかの補償はこれからしていかな

ければならないんだという。 

大郷の場合、山というよりも丘陵ですから、里山ですから。すぐ平

らになるようなそういう山で、それで石原、大松沢をかけて県有林は
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ほとんど規制がかかっています。木も切られない。保安林。保安林だ

から手をつけられないということで、あの界隈は手をつけられない、

ほとんど。木を切って使いたい人もいるわけ。個人の山を持っている

人は。１反歩5,000円でやるから買ってくれないかという話もあったら

しいですけれども、誰も使えない土地、どうしようもない。そういう

リスクがある土地を抱えている地区もあれば、できるだけ大郷町では

災害が発生しないような、ある意味で災害を抑制しながら利用すると

いう、そういう知恵を使わないと駄目だと。資産として自分の持って

いる資産、税金だけ取られて年金から税金を払わなければならないと

いうことをみんなこぼしている。年寄りの人たちは。だからじゃあ使

えるところを使ったほうがいいなと。じゃあここは大丈夫だなと、大

丈夫でないなと、みんなそういう協議を深めながら、利用をするとい

うのが本町の土地利用の実態であります。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） 確かに私も丸森町に個人的の場合もありますし、視察と

いいますか、現地を見に行った、何回か行った経緯もありますから、

現地の土質というものは把握しております。そうした中でも、やはり

本町でも川内地区とか、特に東成田、川内が主だと思って、山砂とい

いますか、山土の性質がある中で、やはり大雨などが降ると川内地区

などは杉山と同時に崩れてきて、あの細い川を塞いだという経緯も台

風19号のときにあったんですよね。やはりそういうこともありますの

でね。やはりしっかり町内全域、各ブロックごと、４ブロックごとに

点検して、抑制する必要があるのではないのか、ここは開発でもいい

んじゃないかということの、やっぱり線引きというものをしっかり考

えて、町長が言うようにもちろん経済も大事ですから、そういうもの

をしっかり検討しながら、でもやはりある程度その抑制できるような

ものが必要なのではないんですかということでお伺いしたわけなんで

すけれども、答弁は変わらないと思うので、次の質問に行きたいと思

います。 

    この３番目なんですけれども、土砂災害関係なんですけれども、これ

台風19号のときに、土砂災害箇所に住んでいる町民の方の生命はどの

ような対策を講じたのか。そのときですね。お聞かせいただければと

思っております。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。地域整備課長。 

地域整備課長（三浦 光君） お答えいたします。 
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台風19号時には土砂災害区域を特定したわけではなくて、町全体の

住民に対して必要に応じて避難をしていただく等、対策を講じてござ

います。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） 特別その土砂災害危険地域に指定されているところに住

んでいる方に対しては、特別個別というわけじゃないですけれども、

水害とまた別に危険を周知したということではないということなんで

すか。確認です。 

議長（石川良彦君） 地域整備課長。 

地域整備課長（三浦 光君） お答えいたします。 

そのとおりでございます。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） これがやはり全国で起きている土砂災害の関係と共通し

ている部分だと思うんですよね。というのは日本全国で土砂災害が発

生した地域のほとんどの方は、何十年も住んでいるが土砂災害が起き

たことはないと。土砂崩れが起きるという認識はなかった。そう答え

る住民の方がほとんどで、実際土砂災害に遭っていると。土砂災害に

対しての認識の薄さが被害を大きくしているような状況もあるようで

す。 

本町でもここにも答弁書にもありましたけれども、124か所、危険地

域は125か所、その中で家屋があるというところが275戸ということな

んですけれども、この答弁書にもありましたけれども、毎年６月に県

と合同で巡回パトロールしていますよということなんですけれども、

確かに毎年、せめて年に１回のパトロールというのは最低でも必要だ

と思います。そうした中でも、やはり水害関係だけではなくて、こう

いう土砂災害の関係でも、避難訓練といいますか、やはり常日頃の対

応といいますか、そこに住んでいる方々の認識もそうなんですけれど

も、それもしっかりと持っていただくためにも、やはり年に１度ぐら

いのパトロールに合わせて、訓練をする必要があるんじゃないかと。

大事なんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） 議員御指摘の個別の避難訓練ということでござい

ますが、こちら、我々より地元の行政区なり自主防災組織のほうで、

ハザードマップ等を準備しておりますので、それに基づいて地域ぐる

みでの避難訓練等が適切ではないかと。町で一括して行うよりはその
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ほうが実際に雨が降ったときなど、地域の力を活用した訓練が有効的

だと考えております。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） 確かにそうなんですけれども、自主防災というのも確か

に組織というのも、各地区の自主防災組織というのも大事だと思いま

す。ですけれども、先ほどの全国の例を申し上げたように、何十年も

住んでいるから大丈夫なんだという認識の方々が相当数あるようで

す。そうした中で、やはり行政が先頭になってと言うとあれなんです

けれども、町全体としてだけじゃなくても、やはり各行政区、この危

険箇所のある行政区に対して、そういう訓練を行う必要もあるんじゃ

ないですかという助言も必要なのではないかと思うんですけれども、

いかがですか。 

議長（石川良彦君） 総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） 町では大郷町の地域防災計画というものを策定

し、今年度改定している途中ではございますが、現在、国からはその

下の地域といいますか、大郷町よりもっと小さい区域での地域の防災

計画を策定するよう促されております。そういったことに関しまして

は、自主防災組織や行政区等共に、そういった計画をつくりたいとい

うことであれば、ぜひとも町としては応援してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） 何度も言いますけれども、実際問題として今まで全国で

発生した大規模なといいますか、人的被害が起きたような大規模災害

というのは、認識不足が相当あって、人的被害なり何なりが起きてい

るわけですよ。やはりそういうことにならないように、行政としてし

っかりそこは助言といいますか、起きてからでは遅いんですから。や

はりそういうことをしっかり考えていただきたいと思うんですが、時

間の関係もあるので、次に行きます。 

生活支援関係なんですけれどもね。これは一応生活支援関係では、

国、県からの通知が届き次第ということなんですけれども、今回国で

55.7兆円の経済対策を行うということなので、コロナ対策補助金な

ど、国の補助金を活用すれば町の負担も少額で済むと考えられますの

で、やはり特にこの冬期の暖房に使う灯油価格１リットル当たり160円

とちょっと高止まりになっているような状況があって、町民にとって

大変な大きな負担となっているようです。暖房費に使う灯油や生活必
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需品など、生活に必要なものに替えられる商品券などでの支援をする

ことにより、商工関係の支援にもこれはつながると思いますので、こ

れ確かに国の方のいろいろな施策が上がり次第ということなんですけ

れども、それでは私は遅いと思うんですね。やはりもうこの冬の寒い

時期を乗り越えるためには、やはり暖房費の支援なりそれ以外にどう

しても必要だというものもあったりするわけですから、世帯ごとに。

やはりそうしたものをしっかりと支援できるような、町独自の支援を

ぜひ考えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。保健福祉課長。 

保健福祉課長（鎌田光一君） お答えいたします。 

議員御指摘のとおり、今現在原油高とかそういったことでかなりお

困りの方もおるかと思いますが、財源がない限りいろいろとした施策

ができない状況にありますので、今回国で示しております臨時交付

金、特別交付税、そういったものを財源としながら、今現在発表され

ております子育て世帯、あと非課税世帯、そちらの範囲も判断しなが

ら今後通知が来ましたら、早急に検討してまいりたいと思っておりま

す。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） 財源云々というお話ありましたけれども、今議会に農家

に対して10アール当たり5,000円、総額5,000万円の米価下落対策を町

独自で行いたいということもある中で、やはり農家支援だけでなく

て、町民第一主義の信念に基づいて、町民の方への支援というものも

しっかり行っていただきたいと思います。時間の関係なので、また次

の質問に行きます。 

有害鳥獣対策関係なんですけれども、2019年の全国の農作物被害な

んですけれども、総額で150億円、その中の99億円が、約66％ですね、

これ害獣の被害やイノシシによるものとのことで、こうした中で、

11月８日の河北新報に害獣対策、我が事という見出しで、多額の公費

を使い、害獣よけフェンスを設置しても、イノシシは簡単に破壊して

しまう。狩猟人口の減少で危機感が薄れ、生育圏を広げた害獣に対抗

するためには、駆除に当たるハンターの待遇を改善し、ハンター集団

を市町村ごとに組織するべきと、警鐘を鳴らす記事がありました。近

隣の富谷市、大和町、大衡村でも害獣による農作物被害が急激に増加

した経緯があります。隣接している本町でも急激に増加することが想

定されます。この間猟友会の役員会もありましたけれども、増えてか
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らでは遅いですよと。増える前に対策を講じる必要がありますよとい

うことで、指摘されてきた経緯もあります。やはりイノシシ駆除の予

算増額も含めて、農業従事者の方にわな資格取得を推奨して、イノシ

シ駆除の専門組織をつくるべきと考えますけれども、いかがでしょう

か。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

町長の答弁にもございましたが、町民の方自らがイノシシの捕獲で

あったり、被害対策の担い手になっていただくようにということで、

わな資格の取得助成だったり侵入防止柵の設置助成ということで準備

してございます。今後またそういったことを町民の方にそこまで周知

できるように、いろいろな媒体を使いながら周知してまいりたいと思

います。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） 広報などで媒体使って活用しながら周知していくという

ことの答弁もあったんですけれども、今までずっとそうやってきてな

かなか増えないというような経緯もあったのでね、やはりそういう中

でできれば各地区に出向いて、農家の方との懇談会みたいなものを設

けて、しっかりとしてイノシシに対しての対策なり、何なりに関して

の説明会みたいな、そういうものも含めながら、わな資格者を募ると

いうことも必要なのではないかと思うんですけれども、いかがでしょ

うか。そういうことを考えていただけないでしょうか。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

地区に出向いてということでの説明会といった意味では、隣接の市

町村でやってございます侵入防止柵の関係での説明会というところも

今後来年、再来年ぐらいを検討しているところでございます。その中

でわな取得といったところでの説明もできればと思ってございます。

以上でございます。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） とにかくよろしく対応を遅れないようにしていただきた

いと思うんです。イノシシが増えれば本当に人的被害も増加します

し、農作物だけじゃなくて。しっかりとやはり対応していただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

以上で終わります。 
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議長（石川良彦君） これで大友三男議員の一般質問を終わります。 

    ここで昼食のため、休憩といたします。再開は午後１時15分といたし

ます。 

午 前 １１時５７分  休 憩 

午 後  １時１５分  開 議 

議長（石川良彦君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

    午前に引き続き一般質問を行います。 

    ８番石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） ８番石川壽和です。 

    通告に従いまして一般質問させていただきます。大綱２点について質

問させていただきます。 

    まず１点目、株式会社ラトリエについて。 

（１）株式会社ラトリエが運営することになった貸農園は、地代を

町が地主に支払い、土地の賃料は株式会社ラトリエに入るというよう

なことをお聞きしました。私にはちょっと到底考えられないような仕

組みと思います。そこで所見をお伺いいたします。 

（２）農園、農泊の利用状況・実績をお伺いいたします。 

（３）公社の社員３人が働いていると思いますが、人件費はどこで

支払っているのかお聞かせをいただきたいと思います。 

大綱２点目、民間に委託した町所有の建物について。 

（１）認定こども園への移行までに要した費用と株式会社ラトリエ

に委ねるまでの経費と今後も民間委託物件が出た場合も、同様にこの

２つの案件に対応するのかをお伺いいたします。 

（２）縁の郷及び道の駅・開発センターの過去５年間の修繕費は幾

らかかったのか。さらに今後修繕は町で行わなければならないのかお

伺いいたします。 

以上大綱２点、よろしくお願いをいたします。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） ただいまの石川議員の大綱１番、株式会社ラトリエにつ

いての御質問でございます。 

（１）の貸農園の地代と賃料についてということでございますが、

これは羽生のふれあい農園のことを指しているものと思いますが、も

ともと羽生のふれあい農園につきましては、縁の郷と連携する貸農園

として、クラインガルテン事業を推進していくための施設として位置

づけ、株式会社ラトリエに指定管理を委託しているもので、この指定
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管理につきましては、本来、町が施設等を設置し、自ら管理運営すべ

きところを町に代わって指定管理者が管理・運営を行うもので、その

ための経費として町が指定管理料を支払うべきところをゼロにし、管

理運営費は賃料で賄う仕組みとなってございますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

（２）の農園、農泊の利用状況・実績についてでございますが、縁

の郷の農園については、全体で50区画のうち２企業18区画の利用とな

っており、羽生のふれあい農園につきましては、個人９名９区画の利

用となってございます。 

また、宿泊の利用状況については、昨年４月から10月までの実績と

比較すると、昨年の547件に対し、今年は412件となっており、約25％

減となってございます。しかしながら、これはコロナ禍での実績であ

り、特に今年は緊急事態宣言、まん延防止等重点措置期間が長かった

ことから、ほとんどの観光・交流人口がストップした状態でございま

したので、今後のポストコロナに向けた計画について、町も連携しな

がらしっかりと協議してまいりたいと考えているところであります。 

（３）の公社の社員の人件費についてでございますが、給与につい

てはおおさと地域振興公社から支払われてございますが、その分を株

式会社ラトリエに請求し、支払いを受けていることを確認してござい

ます。 

大綱２番の民間に委託した町所有の建物についてというテーマであ

りますが、民間に委託した町所有の建物についての御質問については、

（１）の認定こども園への移行費用でございますが、修繕等工事とし

て4,041万1,500円、研修派遣された３名の保育教諭分の人件費助成金

として1,006万806円、合計5,047万2,306円でございます。 

縁の郷の指定管理を委ねるまでの施設の改修工事、備品購入等の経

費につきましては、548万9,850円でございます。 

また、今後、民間委託物件が出た場合の対応につきましては、町有

施設を譲渡した場合、または指定管理として管理運営を委託した場合

など、その状況により取扱いを協議し、議会の承認を得た上で決定し

ていくものと考えております。 

次に、（２）の縁の郷、物産館及び開発センターの過去５年の修繕費

についてでございますが、縁の郷は1,329万3,861円、物産館は１億

3,683万5,816円、開発センターは2,984万2,282円でございます。 

また、今後の修繕の負担についてでございますが、それぞれの施設
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は町の所有する施設であり、その管理運営を指定管理者に委託してい

る状況があります。そのような中で、施設等の修繕の基本的な考え方

といたしましては、所有者である町が修繕するものと考えておりま

す。 

    以上、御質問の答弁とさせていただきます。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） 御答弁をいただきました。 

    まずこの貸農園についてなんですが、ラトリエに全面的に業務委託と

いうことになると思うんですが、全面的に業務委託ではないのか、そ

の貸農園については経費として町が地代を支払うという答弁だったん

ですが、全面的にラトリエに委託したわけではないんですよね。その

辺分かりやすく説明いただければと思うんですが。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

こちらふれあい農園のことということでよろしいでしょうか。こち

らにつきましては、町で土地を借り上げさせていただきまして、本

来、先ほどの答弁にもあったように町で管理運営すべきところをラト

リエにその管理運営を任せているという状況でございます。それ以外

の部分でラトリエからさらにその作業といった部分で委託をしている

農業法人というのはあると思いますが、基本的には町から委託という

形を取っておるのはラトリエということになります。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） そんなに大した金額ではないと思うんですけれどもね。

ただ形として、ラトリエが管理運営する土地の地代を町で払って、そ

の分、借りた方の賃料というんですか、それはラトリエに入ると。こ

のシステムが私はちょっと、私も商売などやってきた身ですので、ど

うも納得いかない。この答弁書を見ると確かに運営経費を賃料で賄う

仕組みというのは、文言では分かるんですけれども、どうもこの頭の

中で私、地代を町で払ってそこから、言葉は適当じゃないかもしれま

せんが、そこから上がったお金がラトリエに入る。言葉は適切でない

かもしれないですけれども、人のふんどしで相撲を取るような、極端

なことを言えばですよ。そんなふうに見えてしょうがないんですが。

その辺の考え方、もう一度お聞かせください。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 
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こちら指定管理でございますが、縁の郷を例に取りますと、これま

で指定管理料ということで、900万円相当の指定管理料を支払って管理

運営をしていただいていたといったところの経過がございます。そこ

から今年度、ラトリエに代わったことでその協定の中で、その指定管

理料はなくて構わないと。運営について出る収益の部分についてはそ

の運営費ということで賄わせていただければということでの協定とい

うことになってございますので、その協定に基づいての仕組みという

ことになりますので、御理解いただければと思います。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） ということはこの仕組みはあっちのほうからの考え、提

案というか、そんな形で決まったという理解でよろしいんですか。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） こちらの考えにつきましては、双方の合意に基

づいてということでの協定でございます。 

議長（石川良彦君） 次に、町長。 

町長（田中 学君） なぜこのような方式を取ったかということになるわけで

ありますが、以前に地域振興公社に事業委託しているときに、委託料

を払ったほかにいろいろなこういう整備する、そういうこともやって

きたわけだ。今回は独立採算で自分たちの経営努力によって運営が成

り立つように、我々は規定はしないと。オープンでどうぞ御自由に目

的達成のために頑張っていただきたいということから、このようなス

タイルにしたと、こういうことであります。以前のようにある程度指

定管理料をもらうことによって、どうしても経営努力が弱くなるとい

うことから、今回このような方法を取ったという、こういうことであ

ります。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） もっとも話は分かるんですけれども、このやり方を見直

す考えというのはないですかね。今の賃料の話です。お金の、土地代

を町が払って、そこで出た賃貸料がラトリエに入るという仕組み、そ

のまま続けるという考えですか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

こちら協定につきましては、５年間ということでの協定ということ

で、町としてもそういった考えについては当初から５年間ということ

で、まず変わりはないものと考えております。 
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議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） じゃあその５年間の間に、私はとても理不尽な内容じゃ

ないかなと思うので、考えていただきたいと思います。 

２番目に移ります。農園と農泊の利用状況、まずまずなのか、少し

物足りないのかなというところもあるんですが、このラトリエの新し

くなった縁の郷ですね、どんな方法でＰＲされているのか。まずお聞

かせをいただきたいと思います。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

こちらＰＲの方法ということでございますが、まずホームページに

つきまして、新たに刷新しまして、実際そういったホームページを見

る方、求めているようなホームページの構成としてございます。それ

からＯＴＡということで、楽天トラベルであったり、じゃらんであっ

たり、そういう旅行のサイトのほうにも今年度から縁の郷を掲載する

ようになってございます。また、いろいろな形で観光会社との連携と

いったところで、東京からのお客様を呼び込むためのそういった研修

であったり視察であったりといった受入れということでのＰＲ、それ

からこちらも観光業者とのタイアップということになりますが、今年

度ですとスタンプラリーということで、そういったツアーも企画して

実施しているところでございます。そういった形で様々な、それから

ＳＮＳということでも、そちらのほうを積極的に利用しながらＰＲ活

動はしているという状況でございます。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） 確かに私もネットを見させていただいたんですが、きれ

いな写真、食事のいかにもうまそうな食事の写真もかなり載っていま

して、ただ私、二、三日前に道の駅に行ってみて、道の駅にパンフレ

ットぐらいあるんだろうなと思って行ってみたんですが、残念なこと

になかったと。事務所にも行ってどうなっているんですかと聞いた

ら、公社でやっているときは印刷物があったんだけれども、向こうか

ら何のあれもないんですという話だったんです。残念だなと思って

ね、今、あちこちスーパーなどにも買物に行くと、次の月からの売り

出しの案内とか、そういうのを強制的にかごなり袋なりにレジの方が

入れてよこすと。私はそれぐらいのことを、新たに始まった事業です

ので、きれいなネットに載せたような写真付のきれいなパンフレット

などがあると、せっかく先ほど行政報告の中でも、この間のリニュー
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アル３周年記念、かなりにぎわったという町長の話もありましたけれ

ども、そういうときに不特定多数の人にそういう目に見えるチラシと

か、そういうのを配布できればなと思ったものですから質問させてい

ただくんですが、確かに今ＩＴ時代と言って、ネットなりＳＮＳ云々

あるんですが、それを見る人ばかりじゃないので、そういうことも考

えていただければなと思ったものですから、その辺どうお考えなのか

お聞かせをいただきたいと思います。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

こちらの道の駅でのパンフレットということでございますが、実

際、私も確認いたしましたところ、現在置いていないという状況がご

ざいました。こちらにつきましては、早速にということで指示をさせ

ていただきましたので、パンフレットは置かせていただければと思い

ますが、この辺は本当にＰＲとしては単にデジタル媒体だけでなくと

いったところは当然の御指摘かと思いますので、今後方法につきまし

ては、しっかりとその辺は対応できればと思っています。 

なお、毎月道の駅と振興公社とラトリエと町でということで、定例

で打合せをさせていただいております。その中でＰＲの方法というこ

とで、今、パンフレットも新しく作り直しているという状況もござい

ますので、そちらパンフレットができましたら、置くようにしたいと

思いますし、道の駅にあるコンシェルジュがございますが、そこのテ

レビ、そういった媒体も使いながら、道の駅、それから縁の郷の、そ

れから町のということで、テレビも活用できればということで、今、

検討しているところでございます。以上です。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） その辺は早速、どうせネットに載っているものをきちっ

と印刷して出していただければなと思うんですが、今、パンフレット

の話が出たからですが、この間行ったときに大郷町というパンフレッ

トをいただいたんですが、ああいうものというのは早さが勝負なのか

なと持ったんですが、ただ残念なことに郷郷ランドがいまだに載って

いると。よく今休業中とかという判こを押すだけでも対応するべきだ

なと思ったものですから、その辺ちょっと通告には載せていませんで

したけれども、その辺のところも、新しいパンフレットを作っている

ということなので、その辺クリアできると思うんですが、ただ、ある

ものについてそれを持って行った人が、見たところ郷郷ランドのやん
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ちゃ丸常長がないのにそのままだななどと思われると、これまた残念

なことなので、あるもののパンフレットに消すなり工事中なりの判こ

ってよくあると思うんですけれども、そういうのをやっていただけれ

ばなと思うんですが、どうでしょうか、その辺。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） そちらにつきましては、そのパンフレット、町

のＰＲパンフレットということになるかと思いますが、その隣の隣ぐ

らいには、やんちゃ丸常長のリニューアルしますよというようなパン

フレットもあったかとは思うんですけれども、ただ、そのパンフレッ

トが一番の町のメインのパンフレットということになりますので、そ

ちら配布するものについては、対応するようにしたいと思います。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） よろしくお願いしたいと思います。痛くない腹を探られ

るというのが一番残念なことなので、その辺気をつけてやっていただ

きたいと思います。 

それでは３番目、公社の人件費については一度公社で支払って、そ

の分ラトリエから支払いを受けていると。これは間違いなく支払われ

ているということでいいんですよね。確認させてください。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） こちらにつきましては、書類をきちっと確認し

たということではございませんが、改めてその辺は確認させていただ

いておりますので、間違いはないと思います。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） 確認するのが大切だと思うのでお願いします。 

すみません、前に戻ります。さっきのチラシ云々の件なんですが、

ないのも残念だったんですけれども、事務所に行って聞いたときに、

ラトリエに委託になってから何もないんだよねという返答だったんで

すよ。それが今まで管理していたところのもの、気にならないのかな

と実際思ったんですよ。何もないのであればどうなっているんだぐら

いの打診が、今、課長の話だと三者協議をやっているような話もあっ

たんですが、そういう話がそういう連携が取れていないのかなと思っ

たものですから、前に戻って申し訳ないんですが、その辺ちょっとお

聞かせをいただければと思います。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 
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その点に関しましては、確かに町からもそういった細かいところま

で気配りができればというところはございましたが、今後につきまし

てはそういったところまでしっかり連携が取れるように、連携を強化

していければと思ってございます。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） よろしくお願いします。 

それでは大綱の２番に移らせていただきます。民間に委託した町所

有の建物についてなんですが、認定こども園への移行費用として合計

で5,000万円、縁の郷で548万円という経費がかかっているわけなんで

すが、私もあちこち調べたわけではないので、何とも言えないところ

なんですが、ただ、委託するなり譲渡するなりするときに、ここまで

やってあげなければ、言葉はどうなのか分かりませんが、やってあげ

なければいけないものなのかどうなのか。財政に余裕があってやるの

であればそれはそれで構わないんですが、１円でも無駄にできないと

いう我が町だと思うので、そこまでやってあげなければいけないもの

なのかどうなのか。何か法的なものとか、お約束とか決まり事とかそ

ういうのがあるのかどうなのか。認定こども園とラトリエについて

は、ちょっと中身が違うかなとも思うんですが、その辺もしお分かり

であればお聞かせをいただきたいと思います。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町民課長。 

町民課長（片倉 剛君） 認定こども園についてなんですが、法的な根拠はな

いんですけれども、教育、保育の質の向上ということで始めたもので

すので、御理解をいただきたいと思います。 

議長（石川良彦君） 次に答弁願います。農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） 縁の郷の件でございますが、こちらも改めて法

的な決まり事というのは特にございません。その中で新たに事業を始

めるためのというところで、ワーケーション、テレワークの関係の事

業に取り組むというところで、町の施設を改修する、備品を購入する

というところでの補助事業というところもございましたので、その受

け皿として町にならざるを得なかったというところも一つの要因とい

うことはございますが、基本的にはそういった施設の改修といった部

分については、町のほうでするものだと考えております。以上です。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） 法的なものが何もないのであれば、極端な話を出す必要

もなかったのかなと思うんですが、認定こども園については、いろい
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ろ議会の中でも説明があって、我々も承認した形ですので、今さらと

いうところはあるかもしれませんが、今後ともそういう施設を委託す

るなり譲渡するなり出たときに、同じような感覚でなさるのかどうな

のか、その辺はどんなお考えをお持ちなのか、お聞かせをいただきた

いと思います。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） さっきから議員の御質問を伺っているんですが、なぜ民

間に委託しなくてはならないのという点については、今まで議論して

民間に委託することを決めた、我々は勝手にやったわけではないです

からね。だから今、こういう質問が来ること自体が理解していないの

ではないのかなというふうに思っているんですよ。こども園も何で町

の幼稚園から民間に委託しなくてはならなかったのかと。これ人件費

がかかりすぎると、我々の財政がパンクしてしまうと、将来は人口も

少なくなる、子供も少なくなる、でも人件費は同じようにかかってく

ると。これでは町の財政が破綻するから民間にも委託できるこども園

という国の制度に乗せたほうがいいということで切り替えたというこ

とです。切り替えるための条件を整備するということは、これはお願

いする側として当然のことで、受けるほうは自分のところで悪いとこ

ろを直してまで受けなくてはならないということでは、私はないと思

います。そういう企業は恐らくないと思います。だから町が準備をし

て、条件を整備してお願いすると、こういうことで合意形成が取れた

と、こういうことです。 

縁についても同じこと。何で毎年1,000万円も委託料を払いながらお

願いしなければならないのと。これでは意味が成さないと。じゃあ自

分のところで自立して経営できるようなところがないかと。地域振興

公社に代わるところはないですかということで、いろいろ探し当てた

のがラトリエだと、こういうことですから、今後、ラトリエも１年間

コロナ禍の真っ最中で、いろいろ規制がかかる中で何とかここまでや

ってきた。来年は相当緩和される内容になるから、恐らく新しい取

組、仕組みをつくっていくと、こういう話もございますので、我々行

政としても応援するべきところは応援する、努力してもらうべきとこ

ろは努力してもらうと。それが当然のことであると思いますので、御

理解をいただきたいと。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） なぜ民間にということは、私も重々承知はしております
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が、酷なことかもしれませんが、そういう町の要望に耐えられるよう

なところを私の希望としては探していただきたいと。前、町長、どな

たかの質問の中で、小さいところが力を合わせて大きなものをつくる

んだということもおっしゃっていたのがちょっと耳に残っているんで

すけれども、やっぱり我が町としてそういう業者を探すのに、町が有

利なようなところをぜひ探していただきたいなと。努力はなさってい

るんでしょうけれども、さらなる努力をお願いしたいなと思うんです

が、その辺町長、お考えあればお聞かせをいただきたいと思うんです

が。 

議長（石川良彦君） そこまでは通告外だから、恐らく答弁出ないですよ。別

の質問にして。 

８番（石川壽和君） 私、個人的にはなるべく町から持ち出しのないようなと

ころに行っていただければなという思いでこの質問をさせていただき

ましたので、今後の政策に反映させていただければと思います。 

では最後の（２）に移らせていただきます。この答弁書にある物産

館の１億円云々というのは、リニューアルの経費も入っての話です

か。確認。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    そのとおりでございます。約１億円入っているということでございま

す。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） それにしてもこの５年間で縁の郷でも1,000万円、物産

館は3,000万円、開発センターで2,000万円という修繕費がかかってい

ます。これも先ほどの質問と重複するようなところがあるかと思うん

ですが、いかに町の持ち物だと言っても、言ってみれば利益を追求し

ている企業ですよね。預けているところも。それなのに町で100％この

修繕費を出さなければいけないのか。確かに10万円以上はというよう

な契約というか、あれもあるようなんですが、その辺のところをもう

一度ちょっと。どうしても町で100％支出しなければいけないのかどう

なのか、お聞かせください。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

こちらにつきましては、基本的にまず同じ答弁になってしまうかも

しれませんけれども、町の施設ということになります。その町の施設
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を維持するための経費ということで、所有者である町が支出しなけれ

ばならないといったところの考えでございます。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） 同じ枠内にとどめるのかどうなのか分かりませんが、町

の施設として頭に浮かぶのが各部落にある公民館ですよね、町の施設

のはずですよね。この町の施設の修繕なり、何かやるときに町で100％

ではないですよね。町民に例えば50％とか負担させていると思うんで

すが、その辺の企業に対しての100％支出して、それから町民には負担

を強いてる、言葉は適当じゃないかもしれませんが、というこの辺の

ことの考え方、どうなのかお聞かせをください。 

議長（石川良彦君） 町長でいいですか。町長。 

町長（田中 学君） 議員のおっしゃるその考え方、各行政区の公民館と町の

施設の性質の違いが同じだろうというその御意見に対して、ちょっと

私も異論を申し上げたいんです。 

今、多様性を求められている社会、その社会の大郷町というこの行

政が、おいでになる皆さんにいろいろな多様性を提供できる、そうい

う町がどうなのかという、今、評価を受けている。何で大郷町に若者

定住促進、一生懸命やっても学校給食もただにしても、若い人たちが

何で入ってこないのと。それはやっぱり多様性の問題なんですよ。そ

ういうことを議論していきますと、ではこれは要らない、これも議員

が言うように、じゃあ委託しないでもうやめたらいいんでないのと。

こういう論理も成り立つわけですよ。そうではない。やっぱり大郷町

に求める人たちがいるとすれば、その多様性に対応できるような環境

をつくらなくてはならない。そのためには金もかかる。最初からそう

いうことを議論していくと、つくらないほうがよかったんじゃないの

ということになるんですが、そうではないと。大郷は特に農業を主軸

にした文化形成をどんどん進めていく。今朝も１反歩5,000円の米価下

落の補助金を出した。それも異論があるようです。片一方のほうでは

石油の、 

議長（石川良彦君） 町長、簡潔に。質問だけで。 

町長（田中 学君） そういう比較をされますと、大郷町の福祉が崩れてしま

う。今ここでこの事業を委託した事業者が一生懸命やっているんだか

ら、そういう目線だけで見ないで、もう少しじゃあ時間を与えようと

コロナ禍でよくやってきたものだなと、私はそう思っていますよ。だ

からそういうことも議会としての新たな認識をお願いしたいというこ
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とであります。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。 

８番（石川壽和君） 私も委託をやめたほうがいいとか、つくらないほうがよ

かったとか、そんなことはつゆほども思っておりません。先ほどから

申し上げているように、町の持ち出しをいかに少なくするか。そこを

私は一番念頭に置いての話をしているんです。結局その委託したとこ

ろは企業ですから、確かに地域振興公社にこうやって出ているような

何百万円も何千万円も修理費、全部出せというのは、今までの会計報

告を見ても、年に数百万円の利益ですから、無理なのは分かっていま

す。ただ責任として公民館とこれは違うとは言われますけれども、確

か例えば公民館を修理するときに50％出すというのであれば、こうい

う会社、委託した会社にもその応分というのはどうなのか分かりませ

んが、そんなような考え方、体制があってもいいのではないのかな

と。私はそう思って質問をさせていただいています。その辺の考え

方、改める気があるのかないのか。その１点だけお聞かせいただけれ

ばと思います。 

議長（石川良彦君） 施設の目的が違うからね。施設の目的が違うから誰に振

ったらいいか。まず通告内容にある今の部分について、今後修繕とか

についてどのように考えているかということに、農政商工課長からじ

ゃあお願いします。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

今後の修繕といった部分については、答弁書にあるとおりでござい

ます。今後も町の所有の施設につきましては、修繕を町の責任でやら

なければならないのかなとは考えでございます。 

議長（石川良彦君） ほかのこういう施設について答弁要ります。もし要るの

であれば簡単にもらいますけれども、いいですか。財政課長からじゃ

あよろしくお願いします。財政課長。 

財政課長（熊谷有司君） お答えいたします。 

まず今、農政商工課長が答弁したんですが、物産館と開発センター

につきましては、改修、リニューアルの部分とあと屋根と外壁塗装の

部分が大きい規模でございまして、それが多額になっているというこ

とで、通常の修繕につきましては、さほどかかっていないような状況

と私も認識してございます。 

あと地区の分館の修繕ということになれば、地区の分館につきまし

ては、皆様、地区の方が御利用なさって、地域の地区の部分は地区で
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ある程度の負担も、それは使っているわけでございますので、物産館

とか開発センター等につきましては、町民のみならずいろいろなお客

様が町内外からお見えになった中で御利用されているということで、

先ほど農政商工課長が答弁した内容で、今後も町としては実施させて

いただきますし、分館の修繕等につきましても、いろいろな規定、町

の要綱等に照らし合わせながら、議会の承認を得た中で実施させてい

ただいてございますので、今後も引き続き今の現状のままで進めさせ

ていただきたいと考えてございます。 

議長（石川良彦君） 石川壽和議員。町有の建物に幅広く議論する場合は、こ

の場でなくて改めて後ほどお願いしたいと思います。それでは通告の

内容に従っての質問をお願いします。 

８番（石川壽和君） 確かに町側の考え方、答弁はそのとおりなんでしょうけ

れども、先ほどから申し上げているように、いかに支出を少なくして

健全に、今でも健全なんですが、健全なほうに持っていくかというの

が一番の私の願いでございますので、その辺のところも併せて考えて

いただければなと思っての質問でございました。この辺変えるつもり

がないようですので、今後もいろいろな面で発言させていただこうか

なと思っています。この修理費云々についてもそれぞれ今までの議会

の中で、私も証人に賛成をしてきたので、今さらの質問で申し訳なか

ったんですが、まず町の財政を考えての質問だったということで御理

解をいただきたいと思います。質問にならないで申し訳ないんです

が、私、これで終わりたいと思います。 

議長（石川良彦君） これで石川壽和議員の一般質問を終わります。 

    次に、６番田中みつ子議員。 

６番（田中みつ子君） ６番田中みつ子。 

    既に通告しておりますので、一般質問を行います。 

中粕川の河川敷にパークゴルフ場を。 

台風19号で被災を受けた平坦で広い河川敷に、パークゴルフ場を造

っていただきたい。これはパークゴルフを愛する人たちの願いでもあ

ります。太陽の下でボールを追いかけてプレーするのは、一番体にい

いことだと思います。太陽を浴びて歩いていれば骨も作られるし、楽

しいし、いいことだらけです。年を取れば取るほど、外に出て体を動

かすことは一番の健康法だと思います。それによって医療費も抑えら

れるし、いいことずくめだとおもいます。皆があの河川敷はパーク向

きだと思っております。ぜひ誰でも楽しくプレーできるパークゴルフ
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場を造っていただきたいと思いますが、町長の所見をお伺いいたしま

す。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） 田中議員の御質問にお答えする前に、一言小学校の皆さ

んに御挨拶を申し上げたいと思います。コロナ禍のこのいろいろ大変

な生活環境の中で、皆さんが元気に登校して勉強しているその姿を見

て、大変嬉しい限りであります。これからもしっかり健康に取り組ん

でコロナにかからないように頑張っていただきたいと思います。 

それでは田中みつ子議員の御質問にお答えしたいと思います。 

    粕川大橋上流部の左岸高水敷につきましては、現在、河川管理者から

占用許可を受けた方が維持管理しながら、採草地として借用している

状況でございます。また、この高水敷は大雨により浸水する頻度が高

いため、土砂が堆積する可能性があると考えております。これらの状

況を考慮しながら、パークゴルフ場など、町民の健康増進につながる

施策の実現性について、国や河川占用者などと意見を交換してまいり

たいと考えております。そのような環境ではございますけれども、私

も議員が求めているその御意見に対して、国交省にも必要性を強くお

願いをしてまいりたいと思っておりますし、元気な老人であることが

本町の町の財政にも大きく寄与するものと理解をしているところであ

ります。人生100年時代だと言われている今日、このような施設が町内

にあることによって、皆さんの長寿社会がますます楽しい日々を送ら

れるような、そんな環境づくりに努めていくことをここで申上げたい

と思いますので、どうかもう少し有無についての案件については、時

間をいただきたいと思います。 

議長（石川良彦君） 田中みつ子議員。 

６番（田中みつ子君） 今、時間をいただきたいということですけれども、時

間がかかってもいいですので、とにかくあの広いところ、本当にパー

クゴルフをするのには最高の土地だと思います。船形連峰を眺めなが

ら、スポーツをできるというのは、私は最高だと思うんですね。世の

中歩いていますと、北海道などはよく河川敷にパークゴルフ場がいっ

ぱい出ています。長野県はパレットゴルフ場が多いですね。それを見

ると大郷も、私、見るたびに思うんですけれども、大郷もあそこの粕

川のところ、パークゴルフができるといいなと、見るたびに思うんで

すね。何とかとにかくこれからの若い人たちも年配の方も誰でもでき

る、とにかくもう体を動かすことができるところが欲しいんですね。 
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この間、ちょっとあれなんですけれども、野球場の周り、私ちょっ

と運動不足だなと思って、ちょっとパークゴルフの練習をしてもいい

ですかと言ったら駄目ですと言われたんですね。そういう規制のかか

ったところでは、とても体を動かすことはできないし、だからといっ

て大衡まで行ってすることでもないし、ちょっとの時間でできる、そ

ういうところが私は大郷町に本当にないなと思って、何とかそれを造

っていただきたいなと思うんですね。もしそれまで時間がかかるので

あれば、野球場の周り、あのグラウンドゴルフをやっていますけれど

も、グラウンドゴルフ以外にも何もホールがなくても、ただクラブを

握ってボールを追いかけて歩くだけでも、私はいい運動になると思う

んです。ですからそれを許可していただければいいかなと思うんです

けれども、いかがでしょうか。 

議長（石川良彦君） 質問が若干ずれていますけれども、 

６番（田中みつ子君） パークゴルフの件で、 

議長（石川良彦君） だからパークゴルフ場については、先ほど町長から答弁

いただきました。そのほかの場所については、この場で答えられる範

囲に限られると思います。後ほどどこかで質問していただければと思

います。この内容でどうぞ続けてください。ないですか。では今の場

所のことだけ聞きたいですか。野球場についてですか。 

６番（田中みつ子君） すみません、野球場の周り、今、グラウンドゴルフで

使っていますけれども、あそこを、 

議長（石川良彦君） パークゴルフ場にするということ。じゃなくて。 

６番（田中みつ子君） パークゴルフ場にするには、やっぱり、 

議長（石川良彦君） 形状を変えなければならないですよね。 

６番（田中みつ子君） やっぱりカップがないと駄目なんですけれども、カッ

プがなくてもボールを追いかけて歩くぐらいはいい運動になるんです

ね。ちょっとの時間でもできるので、それをもし、 

議長（石川良彦君） 今の形の中で使えないかということですか。 

６番（田中みつ子君） はい。 

議長（石川良彦君） 社会教育課長。 

社会教育課長（赤間良悦君） お答えいたします。 

先ほどの話ですと、野球場の外周等の部分なのかなと思ったんです

けれども、以前そういう話があったということは伺っております。た

だ、その際は今現在、通常の散歩とかランニングしている方がおりま

す。特に規制はかけておりませんので御自由に使える状態になってお
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ります。ただ、設備とか器具を設置して使用する場合については、ち

ょっと御遠慮いただいているという状態でございます。 

議長（石川良彦君） よろしいですか。再質問ないですか。田中みつ子議員。 

６番（田中みつ子君） じゃあとにかく体を動かす所を確保していただけれ

ば、私はいいと思います。とにかく町長にお願いします。なるべく国

交省と交渉して、実現できるようにお願いいたします。 

以上で終わります。 

議長（石川良彦君） 以上で田中みつ子議員の一般質問を終わります。 

    次に、12番千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） それでは通告に従いまして一般質問をさせていただきま

す。 

    大綱１、町の農業振興策についてお伺いします。 

    １つ、町の農業生産金額の2011年から2020年までの過去10年間にわた

る推移とそれに係る執行部の認識についてお伺いします。 

また、２番目、この間、国・県・町など行政の支援策と集落営農を

育てようとする関係者の努力が実り、生産法人や生産組織などの規模

拡大が進み、生産費がかなり軽減されていると考えられます。その結

果、確実な利益が伴い、それらの組織には順調に後継者も育ち、今後

もこれらの延長で進展するものと町長は理解し、大郷農業を進めよう

としているのか、その辺の見解について改めて町長の考えを求めたい

と思います。 

３つ目、町長の公約では、持続的な農業の発展を図り、高収益野菜

の作付拡大、大郷ブランドの開発及び６次産業の育成を推進していく

と述べられておりますが、これらの具体的な取組内容とこれからも多

く存在するであろう家族農業経営の底上げをどのように考えておられ

るのか、町長の所見を求めたいと思います。 

続きまして大綱２、小学生・中学生が楽しい学校生活を送るための

施策について、３点についてお伺いします。 

（１）小・中学生の不登校数の過去５年間の学期ごと、１学期、２

学期、３学期。最近は前期、後期となっておりますが、その推移とそ

の主な不登校の原因をどのように分析し、昨今の対策を講じておられ

るのか、鳥海教育長にお聞きしたいと思います。 

２番目、上部関係機関からの強引とも思われる学習内容、カリキュ

ラムが年々増加し、その授業量についていけない子供らが間接的にふ

るいにかけられる中で不登校になってしまう事例があるのではと考え
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ますが、教育現場の実態をよくつかんでいる教育長の見解を求めたい

と思います。 

３番目、子供らが経済的な理由で生理用品が購入できず、不登校に

なる子もいると聞いております。生理の貧困が社会問題になっており

ますが、本町でも学校の女子トイレに生理用品を配置し、楽しい学校

生活の一助にする考えはないかお伺いしたいと思います。 

大綱３、生活困窮者への灯油券発行で暖房支援をということで、灯

油価格の高騰で、冬場の暖房費用への支援対策が急がれる中で、本町

にお住まいの高齢者世帯、一定年齢以上だけの世帯や生活困窮者世帯

などを対象に、灯油券、福祉灯油券とも言われておりますが、これら

を発行し、今冬の暖房支援策を講じ、町長の公約でもあります「大郷

町に元気を」の力添えになる施策を行動に生かすべきと考えますが、

町長の所見をお伺いします。 

以上、大綱３点について執行部の考え方をお願いしたいと思いま

す。 

議長（石川良彦君） まず初めに答弁願います。教育長。通告２番目について

の答弁を教育長、願います。 

教育長（鳥海義弘君） 千葉勇治議員の大綱２番目、小・中学生が楽しい学校

生活を送るための施策についての御質問につきまして答弁いたしま

す。 

    まず（１）の不登校児童生徒数に関しましては、小学校では平成28年

度から令和元年度までが各年度３、４名、令和２年度は残念ながら９

名となりました。中学校では平成28年度が６名、平成29年度以降は各

年度９名から11名となりました。 

不登校の出現は、２学期が最も多くなっております。不登校になる

原因といたしましては、児童生徒により様々でございますが、生活習

慣の乱れ、家庭的な問題、無気力や体調不良、学業不振などがきっか

けとなっております。 

本町ではこの状況を踏まえ、令和２年度から子どもの心のケアハウ

スを設置するとともに、令和３年度から宮城県教育委員会の研究指定

を受け、行きたくなる学校づくりを推進し、新規不登校児童生徒の抑

制を図るため、わかる授業づくり、学校での居場所づくり、絆づくり

に取り組んでいるところでございます。 

次に（２）につきましては、今回の学習指導要領改訂に伴う学習の

内容の増加により、授業内容の理解が不十分になり、授業についてい
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けず置き去りにされる児童生徒が不登校になっているのではないかと

いう御質問と理解いたしました。 

今回の学習指導要領改訂は、平成29年３月31日に学校教育法施行規

則を改正し、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領の公示に伴

い、令和２年度に小学校が、令和３年度に中学校が全面実施となりま

した。以前の学習指導要領と大きく違う点は、外国語で多様な人々と

コミュニケーションを図ることができる能力は、生涯にわたる様々な

場面で必要とされることを想定し、その基礎的力を育成するため、小

学校３・４年生に外国語活動を、５・６年生に外国語科（英語科）を

新設することになったことでございます。 

これに伴い、３年生から６年生まで、年間35時間授業時間が増えま

した。他の教科等での標準時数に変わりはございません。学業上の問

題で不登校に陥ることのないよう、個々の児童生徒の実態に応じたき

め細かな指導と、何らかの要因で授業内容の定着が難しい児童生徒に

対しては、特別支援教育の視点も踏まえ、丁寧な指導を校長会等を通

して指示しているところでございます。 

次に（３）につきましては、小・中学校の女子トイレに生理用品が

必要なときは保健室にと掲示しておりますが、利用者がほとんどない

状況でございます。小・中学校では、このような状況から、経済的な

理由で購入できない児童生徒はいないと判断しているところでござい

ますが、今後の状況を見ながら必要な対応を検討してまいります。 

以上でございます。 

議長（石川良彦君） ここで10分間休憩といたします。１番と３番について

は、休憩後に答弁をいただきます。 

午 後  ２時１８分  休 憩 

午 後  ２時２８分  開 議 

議長（石川良彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。まず答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） 千葉議員の大綱１番の（１）に答弁いたします。 

町の農業生産金額についての御質問でございますが、統計資料とい

たしましては、農林水産省の統計資料のデータが公的な資料となって

おり、公表されているデータとしては2014年から最新のものでは

2019年となっております。このデータを見ますと、2014年から2019年

までの米、野菜類を中心とする耕種においては、微増でございます

が、着実に産出額は伸びてございます。2014年と2019年を比較する
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と、３億1,000万円ほどの増となってございます。畜産については、全

体で見るとほぼ横ばいの推移となってございます。2014年と2019年を

比較すると、鶏卵事業者の廃業により、全体としては１億1,000万円ほ

どの減となってございます。肉用牛については２億7,000万円の増とな

っている状況であり、今後の産出額については、景気動向の影響が大

きく反映されやすく、米、肉用牛などの取引価格により、変動してい

くものと思います。 

次に（２）の生産法人や生産組織等の経営についてでございます

が、議員の質問にもあるとおり、この10年間の間に農業法人や生産組

織等への農地の集積は進み、平成23年には32.6％だった集積率が、令

和３年には42.5％となっており、農地流動化により１組織当たりの規

模拡大が図られ、生産経費が縮減されているものと思っております。 

今後も前川圃場整備事業、大谷東部地区から取組が進んでいる耕作

条件整備事業、カントリーエレベーターの設置、さらには大型農業機

械の導入等により、さらに効率的な営農が実現できるものと考えてご

ざいます。 

その一方で、現状を見ますと後継者が育っている組織とそうでない

組織がありますので、本町の農業が持続可能となるための最重要課題

を地域農業の担い手の確保・育成対策と位置づけ、様々な対策を講じ

てまいりたいと考えております。 

次に、（３）の持続的な農業の取組についてでございますが、現在、

計画を進めている前川圃場整備における高収益作物への取組が必須で

あること、今年産米の価格下落を受けた主食用米からの作物転換の推

進が必要であることから、町内の農業法人を集め、園芸振興作物調整

会議を開催し、取り組むことが可能な高収益作物と営農体系等を協議

したところでございます。今後も継続的に開催し、検討を重ねていく

ことといたしたところであります。 

その中で、高収益作物への取組による産地形成も視野に入れた園芸

作物等の生産と、それを活用した大郷ブランドにつなげる６次化施

設、販売施設など、今後、地域の担い手の皆さんと協議してまいりた

いと考えます。 

家族農業経営体につきましては、現在も地域農業を維持する担い手

であり、今後もその役割は変わらないと考えてございます。継続して

経営維持、営農継承のための支援を行ってまいります。 

大綱２番は教育長がもう既に終わっているわけであります。 



―４８― 

大綱３、生活困窮者へ灯油券発行で暖房支援をというタイトルでご

ざいますが、現在、原油価格の高止まりにより、各油種を初め石油由

来の製品にも影響が及び始めてございます。そういった中で、これか

ら暖房機を必要とする時期になることから、灯油価格のさらなる上昇

も心配しているところであります。 

大友議員への答弁と同様でございますが、政府で決定される経済対

策にて、御質問の世帯への支援策や原油対策なども含まれていること

から、国や県からの通知が届き次第、内容を精査して行いたいと思い

ます。 

以上申し上げて答弁といたします。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） どうもありがとうございます。 

それでは一問一答の形で質問させていただきます。 

まず最初に町のほうから10年は無理でも若干のデータということで

もらったわけですが、この中で耕種部門では微増とあるわけなんです

が、この辺について、特に水田、米についてはどのような形になって

おりますか。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

米につきましても微増という状況ではございます。ただ令和元年度

につきましては、若干下がっているという内容になってございます

が、数値を申し上げますと平成26年からということになりますが、９

億6,000万円、27年が１億900万円、28年が１億1,600万円、29年が１億

2,300万円、30年が１億3,400万円、令和元年が１億2,800万円というこ

とになってございます。以上です。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 私、もう少し米のほうが下がっているのかな、特に令和

３年度は大暴落ということで、こういう価格大暴落の中で、法人なり

生産組織ということで、いわゆる集積率が高まっているという表現で

ございましたが、一方で中間管理機構という組織のお願いしている方

々が、この10年刻みの中でもしこれまで委託されていた方々に対し

て、田んぼを返すよということになった場合には、町でどのような対

応をするのか。その辺について検討されておりますか。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） こちら中間管理にかかわらず、賃貸借というこ
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とでの期間というのがあると思います。その中で、もう法人のほうで

できないということでお返ししますというようなお話というのは、実

際出てくる可能性としてはございます。その中で町としましては、担

い手農家の方に何とかその辺はまだ継続して請け負っていただきたい

という部分もお話はしながらということになりますが、これはもう恒

久的な問題ということになりますけれども、担い手不足というところ

が一番の問題になるかと思いますので、そちら新たな担い手であった

り、法人の中でも担い手を増やす中で、経営規模を拡大できるような

法人を育成するような形で、町としては進めてまいりたいと思いま

す。以上です。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） それは理想として、当然担い手が主体ということは分か

るんですが、ただ一生懸命、今、やっている方々がギブアップして、

とても中間管理機構から受けてある10年契約が全うできないと、その

後の継続ができないということになった場合に、果たして担い手がつ

かまるかと。それでなくてもここで後継者が今不足しているという状

況の中で。私、担当課長はこれ決まり切ったというか、ある一定範囲

から逸脱できない答弁だと思うので、町長がどういう認識かと。そう

いう場合に大郷町の全体のこの農業のありようとして、町長としてど

う考えているのか。その辺町長からお聞きしたいんです。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） 町内で対応できないという環境が今後続く状況であると

いうことを認識した場合は、町外を越えたところで考えなければなら

ない。他産業との連携も考える一つの手段でないかと私は思います。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 町長、具体的に他産業とのということでお聞きしたいん

ですが、どうなんですか。具体的にその辺。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） この間も東京丸の内近辺の企業の皆さんともお会いし

て、その皆さんが天神ファームの皆さんとの交流もあったり、そうい

う人たち、そしてまた私も個人的にお付き合いしている東京のそうい

う人たち、そういう人たちにも新たな農業の振興策、都会に人材がい

ないわけでないと。それを受け入れられる地元の体制を整えるべきで

ないかという話、議論もさせていただきました。いろいろ都会にはそ

ういう人たちもいる。企業としての成り立ちをしっかり考えている企
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業もございますので、そういう人たちとも町内に後継者として、担い

手としていなければ仕方のないことで、よそからも求めるということ

もやむを得ないと思います。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 町長の夢物語の話は果たして、いずれ町長も４年、８年

という形での任期を全うすると思うんですがね。それは農業の性格に

あまりにも無知な発想だと私は思いますよ。果たして現在やっていけ

ない方々が、状況が農業が遠方からどういう形でそれを耕作するかと

いう、そこまで至った考えで話をしているんですか。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） それは農業を企業として捉えているグループですよ。農

業を企業として。農業を農家としての考え方でなくて、企業として捉

えた農業を展開すると、こういうことです。それがこれからの日本の

農業を下支えする、私は組織でないかと思います。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 私ね、町長、その気持ちの中で町政執行されているとい

う考えが、もちろんこの答弁の中にも出ているわけですよね。果たし

て大型機械、大規模農場、それを造ったからといって利益が上がらな

ければ、たとえ生産コストが下がったとしても、米価がこのように大

暴落している中で、果たしてどこの企業がやっても、それは幾ら企業

感覚であっても、私は当然それは無理な話であって、やはり国の食料

をどのように今後考えるか、国の政策がない限り、今の一般、我々が

ただ任されっぱなしの状況の中で、果たしてやっていけるかと、そこ

に不安を覚えて、私は町がその中でどうして生き抜いていくかと考え

る手立てを取っていかないと、とても対応できないと思うんですが、

町長、３番目の質問にも当てはまるんですがね。具体的に６次産業な

りあるいはいろいろな収益農業をうたっておりますが、具体的にある

んですか、何か考えは。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） 何もやらないで駄目だとかいいとかというあなた自身の

そういうものの考え方に対して、私は全然支持するわけにはいかな

い。やっぱりいいと思うものをやらなくてはならないですよ。じゃあ

どういう方法でやるかと。方法論はいっぱいある。国の金を使うか、

企業の金を使うか。いろいろな方法論を議論していかなくてはならな

い、今ここで明日にどうするという議論は、私は今、持ち合わせてい
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ないんですが、ただそういう方向に進めていかなくてはならない、地

元農業の環境であるということです。地元にいなければよそに求める

以外ない。それだけのことですよ。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 果たしてそれで本人が、大郷の基幹産業だと町長は言っ

ておりますが、この基幹産業がそれで十二分に対応できると考えます

か。私は一部の一部区画なり、あるいは町長がよく言っているスーパ

ー農業で対応できる部分もあると思うんですが、多くの場合は、多く

の大郷の農地はそのような対応ができないところがいっぱいあるわけ

ですよ。そのところについてどのように考えていますか。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） 今までにないことをやらなくてはならないですから、今

までにないことをやらなくてはならない。やる勇気があるのかないの

かということにかかるわけですよ。企業というのはそうじゃないです

か。だから農業を企業に変えるということはそういうことなんです

よ。農業を農家に変えていけないから、企業に変えるということで

す。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 企業に変えて法人なり集落組織とか、30町歩も50町歩も

100町歩も面積を確保してやっているんですよ。それでも採算が合わな

いんだと、とても一生懸命やっても、ほかの地域よりもさらに生産物

を余計取っても。最終的にはとてもそれでやっていけないということ

でギブアップするのが中間管理機構のいわゆる再契約を放棄するとい

うことにもしなった場合、果たしてそれが企業的な考えだけで、私は

この問題は克服できるのかという不安があるんですが、町長は十分に

やれるということでいいんですか。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） この世界ですから、政治がどこまで介在するかですよ。

政治は介在しますよ、企業になったら。日本の政治が日本の農業をど

う再生するのということになれば、政府が対応しなければできません

よ。米、それを国内で消費するだけの発想では、今、残っているわけ

ですから。どこに持っていくかの話です。それは政治が介在しなけれ

ばできない。地方の我々ができる話ではないと。そういうことです

よ。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 
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12番（千葉勇治君） 町長、今回のこの町の農業振興策について、大きな立場

か確認したいんですが、食料自給率は年々下がっているわけですよ、

日本のね。それをどうしてもここにはストップをかけて上げていかな

ければ地域の農業は守られないという発想は持たないんですか。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） 米だけの話で、米以外のものは幾らでも自給率が高くな

りますよ。やる気がないだけの話で。米はそうでない。もう自給率が

下がっても上がることはない。ですから困っているんだ。どこかに必

要なところに持って行くしかない。だったら日本の外交がどう考えて

いるのかということは、政治の世界が考えるべきだと。ここで考える

んじゃなくて。国会がやる仕事なんじゃないですかということを私は

申し上げている。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） せめて国が動くまでの間に、地域の農業の、さっきも今

回園芸振興作物調整会議を開いて、今後検討していくという話を聞い

たんですがね。その中でやっぱり地域の例えば町長が道の駅で３周年

記念でやったいわゆるイベント、その中でモロヘイヤ云々の話をされ

ましたがね。モロヘイヤとかあるいはホウレンソウとか、これまでも

重点生産物に上げていた数点のものを、特に大郷のいわゆる目玉商品

として６次産業も含めて、そういうものに限って生産したものについ

ては、やっぱり所得を保障するとか、価格を保障して全体の底上げ、

その方々の利益を守って上げるということになれば、十分に私は住宅

支援とか何か云々よりも、農業を自ら目指してやっている方々の底上

げを図ることが、おのずから地域に根ざしたいわゆるまちづくりの担

い手になるのではないかと思うんですが、町長の考えをお聞きした

い。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） 価格調整に町が介在するんじゃなくて、それをつくる組

織に補助金を出して企業家を育成する、そういう農業に変わっていか

なければ駄目だと、こういうことです。やる気もない者に同じように

今回反当5,000円の補塡はした、これがこの10倍だったら５億円になっ

たらできませんよ、大郷町で。だからそういう価格補塡じゃなくて、

それに耐えうるだけの組織になるための補助金を出すべきだと、私は

そう思います。これから前川圃場整備、大規模でやっていくのも新た

な発送に立たなければ、今までのような概念でただ補助を出すような
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農業改善したって私は育っていかないと思っておりますので、そのう

ち時間をよくかけてお話ししたいと思います。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 今の町長の話をお聞きしておりますと、いわゆる組織に

出すんだと、金は。１反歩5,000円で、そういうやり方でなく、組織に

出して組織の育成を図る中で、その組織に育ってほしいという考えだ

と取ったんですが、そうしますといわゆる大きな組織、ともすると本

町においては大きな組織に対する支払いがやっぱり全体のいわゆる成

果につながるという発想なんですね。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） 今回など、決して消費者米価が下がっているわけでない

ですよ。農協が自分たちの前渡し金を下げたから下がったという、私

はそういう現象が起きているような気がします。実際論で、消費者米

価が下がったのかといったら下がっていないですよ。これは農協誘導

の私は米価に過ぎないと思っていますので、今後もそういう形じゃな

くて本当に組織としてしっかりした確立をしていって、競争に耐えら

れるような組織をつくるための補助金だったら、私は有効に補助した

いと思っておりますので、画一的にみんな同じような、困っていない

人もいるんですからね、自分のところでみんな売っている人などは。

そうでない農家のために何か便乗したような、そういう状況でござい

ますので、そんなこともこれからの新しい農業を進めるための私は手

段に過ぎないと思います。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 町長、３番目の質問の答弁の中で、いわゆる家族農業に

ついては現在も地域農業を維持する担い手であり、今後もその役割は

変わらないと考えていると。継続して経営維持、営農継承のために支

援を行っていくということでありますが、この家族農業についての考

え方は、そうしますと組織的なものではないということで、支援の対

象からあまり大きく見ていないという位置づけでいいんですか。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） そういう極端な言い方は私はしていないですよ。別に家

族農業を切り捨てるような、そんな話じゃなくて、どんどん伸びる組

織にはどんどん伸びてもらわないと困るんだということですよ。そう

いうことを言っているんです。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 
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12番（千葉勇治君） 先日、今後とも定期的に開くといういわゆるこの園芸振

興作物調整会議、この中でどういう要求がなされましたか。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

こちらの園芸振興作物の調整会議でございますが、主要な町内の農

業法人の代表の方に持ち回りいただいての会議の内容となってござい

ます。その中で今後、米価下落においての転換作物であったり、前川

圃場整備での収益作物ということで、どうしても取り組んでいかなけ

ればならないという認識というところでは、農業法人の皆さん、同じ

ような認識もいただいているところでございます。そういった中で、

本当にそれってやれるのかというような話も確かにありました。片や

一方で、そういったことには必ず取り組まなくちゃいけない、そうし

ていかないと持続できていかないというお話もいただいたところで

す。今回１回目ということで開催しましたので、今後、どういう作物

を選択して、どういう営農の形態をしていけば儲かる農業、魅力ある

農業ということになると思いますけれども、それを確立することによ

って、外からなり中からなり後継者の方が育ってくるのではないかと

思ってございますので、その辺はしっかりと地域の農業者の皆さんと

話を今後とも進めていければと思っております。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） この中で高収益作物への取組ということで、何っしゃ、

具体的には。米、麦、豆以外のことだと思うんですが、何かあるんで

すか。いかがですか。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

こちらにつきましては、今、前川圃場整備の関係での高収益作物と

いうことでのまずは取組ということになりますけれども、ネギ、それ

から枝豆、それから中にはピーマンという話もありますし、県や国か

ら推奨されている作物ということで、ジャガイモであったり飼料用ト

ウモロコシであったり、ということで、いろいろとその辺は選択肢と

して我々も情報を収集しているところでございます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） せめてそれ、今掲げられた作物の中で、このいわゆる園

芸振興作物調整会議、あるいはいわゆるこれに参加された町内の農業

法人の方々にその辺の収益性などについて説明をして、本来これは大
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丈夫だということで、うたっているということで理解していいんです

か。どうなんですか。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） こちらにつきましては、全てにおいてそうかと

いうとそうではありませんが、農協から提供できる資料はいただきな

がら、収益性も見ながらどれを選択していくかということで、協議を

進めていくことになってございます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 町長の話なり、担当者の話をお聞きしても、やはり小さ

い農家、一生懸命頑張ろうという姿勢があっても、なかなかそういう

方々への支援というのは厳しいものかなと考えざるを得ないわけなん

ですが、私はモロヘイヤひとつ取っても、モロヘイヤをどのように生

産されているか分かりませんが、ほとんどの方々はまだ町のそういう

推進作物と言いながらも、一方で何ら保障のない中で６次産業につな

がるかどうか、せんべいを作ったりあるいはうどんを作ったりする、

一部物も流れているものの、果たして生産基盤として安定していると

理解していいんですか。どうなんですか、今、進めている産業。モロ

ヘイヤ。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） モロヘイヤにつきましては、今後も町の振興作

物ということで推奨していく、そこは変わりはございません。その中

でモロヘイヤの生産といったところで、一時かなり大きく減った時期

はございました。ただその後、生産する方については、安定して生産

をしていただき、道の駅の産直の部分でも安定的に出していただいて

いますし、そこからさらに付加価値を付けてということで、加工品の

ほうも様々商品開発ということで取り組んでございますので、今後も

継続してモロヘイヤにつきましては、推奨していければと思ってござ

います。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） ちなみに今、モロヘイヤ、何ぼ面積あるんですか。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） 約６反歩ですかね。田んぼの面積ということで

の６反歩ということになりますので、そこに畑をプラスして約１ヘク

タールぐらいになるのかなと思ってございます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 
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12番（千葉勇治君） では最終的に確認しますが、もう一度確認しますが、価

格的なものは何もないと。ただ自分たちで取り組んで、それを付加価

値を上げてやっているだけで、町としては特別な支援は何も考えてい

ないということで理解していいんですね。確認します。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） こちらにつきましては、商品開発ということで

の開発の経費であったり、販売のためのパッケージであったりといっ

た部分について、申請があればそこは補助金ということで準備してい

る部分がございます。そのほかにもご相談をいただき、その中で対応

できる補助金については御案内できるような状況にはございます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 転作作物の中で、今、学校給食にうちでは特に主に米を

使っているわけですが、全体的な中でもパン給食にも、パンになる小

麦生産も今、求められている状況なんですが、その辺について転作作

物に大郷の田んぼを見た限りでは、豆ぐらいしかないわけなんです

が、小麦を入れる考えはないんですか。ぜひ入れて幅を広げるべきだ

と思うんですが、どうですか。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

そちらにつきましては、前川圃場整備の関係で、圃場整備をする間

の作物ということで、小麦なり大麦なりということで、今、検討して

いるところでございます。その作物を作ることで５年なり６年の間と

いう検証ということになるかと思いますが、その作物を作りながら、

さらにそこから二毛作であったりとか、そういった取組もできるとい

うことで考えられるのであれば、その後も引き続き継続して、取組は

できるのかなと思ってございますが、いずれこれは今後検証が必要か

と思います。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） ぜひ何か輸入小麦にも農薬が入っているということで、

大分世の中騒がしくなっているような状況もあるので、安全な食品を

届けるという観点からも、ぜひ小麦、麦の栽培もお願いしたいと思い

ます。 

続きまして、小・中学校の楽しい学校生活を送るという観点から、

教育委員会、教育課のほうに質問させてもらいます。先ほどいろいろ

な説明があったわけなんですが、特にその中で不登校の原因というこ
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とで、いろいろ様々な、ただ生活習慣の乱れとか家庭の問題、無気力

ということで、個人なり学校側でない面での責任を追うようなんです

が、私は学校側にも何かしらあるのではないかと思うんですが、その

辺もう少し深くお聞きしたいんですが。 

議長（石川良彦君） 学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） お答えいたします。 

もちろん学校のほうでもそういう形の不登校を出しているというと

ころには、原因というのがあると思いますので、その辺も含めまし

て、今は行きたくなる学校づくりというところで、先生方の指導力の

向上、それから子供たちの絆づくり等を進めているということであり

ます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 何か聞くところによると、先生が嫌で学校に行かないと

いう子供も、これは大郷ではないんですよ。そういう社会の話も出て

いるわけで、大郷にはそういうことはないと思うんですが、そういう

点でもなおさらこれは学校側に対するチェックが大事だと思うんです

が、なかなかそれをずばり聞ける状況はないと思うんですがね。その

辺なども一つの要因として、原因として考えられると思うんですが、

その辺について調査などをする機会はないですかね。 

議長（石川良彦君） 学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） お答えいたします。 

今、不登校もしくは不登校の傾向にある子供たちにつきましては、

毎月定例で行っています校長会で、１人１人どういう状況にあって、

どのような対応をしているのかというところを、学校のほうから確

認、校長先生から確認しておりますので、そこでそのような、どうい

う背景があるのかというところも検証して対応していきたいと思って

おります。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 検証、検証語っていますが、具体的になかなか見えな

い。そして実際不登校生が増えているという中で、やっぱりコロナ禍

の影響もあるということを言われれば何も言えないんですが、その

辺、コロナ禍についての影響はどのように感じておりますか。考えて

おりますか。不登校とコロナ禍は。 

議長（石川良彦君） 教育長。 

教育長（鳥海義弘君） お答え申し上げます。 
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特に深刻なのは小学校の低学年だと思います。従来、コロナ前は本

当に子供たちが自然に体と体をくっつけ合って親密さを表すのが学校

のスタートだったと思いますけれども、低学年の子供たちにつきまし

ては、それができないと。やっぱり肌と肌を通して人間は信頼できる

んだと、そういう感覚が今、なかなか難しいものですから、低学年の

子供たちが少し学校を拒否しているところもあるのかなと思っており

ます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 主な原因というのはどっちかというと家庭側にあるとい

うことで、家庭側に対して何かもっとこういう不規則な生活なり、い

ろいろここで出ている生活習慣の乱れ、家庭的な問題、無気力や体調

不良、この辺については家庭側について、もっと学校側としても教育

委員会としてもその辺厳しいというか、厳しいというか優しい心がけ

などもあっていいのかと思うんですが、どのような努力をされている

んですか。 

議長（石川良彦君） 学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） お答えいたします。 

もちろんその家庭の保護者の方に学校の先生から既に電話を差し上

げて、どのようなことが学校でできるのかという確認をしておりま

す。それから学校にはスクールカウンセラーとスクールソーシャルワ

ーカーという専門の相談する方もおりますので、その方との間を取り

持ちまして、学校に来ていただいて、そういう保護者の方の相談、子

供の相談を受けるという支援も行っております。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 学校での居場所がないという中で、いわゆる子どもの心

のケアハウスがつくられて、そこに行って幾らか救われる方も、子供

もいると思うんですが、実際利用状況はどうですか、最近は。 

議長（石川良彦君） 学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） お答えします。 

今年度は、今、４名、小学校２名、中学校２名の４名が今は定期的

にケアハウスを利用しております。昨年度につきましては、８名、小

学校が６名、中学校が２名利用していただいております。そのほかに

も体験という形で不登校、不登校傾向にある方々については御紹介を

しているところでございます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 
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12番（千葉勇治君） 私は不登校の生徒を考える場合、確かに学校側として、

あるいは教育委員会として、学校が主かな。学校側としては中学校を

卒業し終えれば、卒業すれば終わりだと思うんですが、ただ、教育、

全体的な子供の、町民の教育という立場に立った場合には、卒業した

後、その子供たちがどうなっているのか、学校を送り出してしまえば

終わりではないと思うんですよ。その辺についてチェックしているん

ですか、今。学校では。学校でない、教育委員会では。 

議長（石川良彦君） 学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） お答えします。 

やはりそういう家庭的なところもありますと、学校教育課だけで対

応できるものではありませんので、保健福祉課と情報を交換しまし

て、対応をするようにしております。ですから卒業したら終わりとい

うわけではなくて、うちのほうの学校上のところもお伝えして、対応

をしていただいているという状況でございます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） ぜひ今後もそのような臨機ぶりを持って、学校が終わっ

たから終わりではなく、やっぱり将来大人になって、十分な社会人に

なるまで、ぜひご指導を深めてほしいと思うんです。 

それから７時間授業について、小学校、中学校、それぞれ１週間に

何回ぐらいずつ今、11月の月でも例えば聞けばいいのか、１週間に何

回ぐらいずつ持っているか、今出ますか。 

議長（石川良彦君） 学校教育課長。 

12番（千葉勇治君） 小学校、６年でもいいです。６年。７時間。全部か。 

議長（石川良彦君） 学校教育課長。 

学校教育課長（菅野直人君） ７時間授業というのはやっていない。６時間授

業までだと思います。 

議長（石川良彦君） 千葉議員。 

12番（千葉勇治君） では６時間授業でちょっとお聞きしたいんですが。 

議長（石川良彦君） 週に何回やるか。 

12番（千葉勇治君） 11月の月に。分かりませんか、分からなければ後でいい

です。 

議長（石川良彦君） 教育長。 

教育長（鳥海義弘君） 恐らく週５日ございますので、４日か多いときでやっ

ぱり５日ということになると思います。 

議長（石川良彦君） 千葉議員。 
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12番（千葉勇治君） 何かそういう点で、やはり子供が授業についていけない

子供もついつい出てくるのかなと。私は小学校時代は５年でもう５時

間でも長いなと思いながら過ごした経過があるもので、ぜひその辺は

軽やかに負担を少なくして、楽しい学校づくりをお願いしたいと思い

ます。 

質問の３番目、生活困窮者への灯油券発行について。もう答弁をも

らったんですが、この中で先ほど大友議員にも答弁されていたんです

が、国の政策がきまり次第ということをよく答弁されるんですが、こ

の国の政策はいつ頃決まるんですか。お聞きします。 

議長（石川良彦君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（鎌田光一君） お答えいたします。 

今の国会で審議されると思われますが、その内容についての説明会

が明日ウェブ上であると聞いております。以上です。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 大体国では幾らぐらい出すか、ここで見えてきているん

ですね、今回の補正予算の中でね。そうした場合に、それを待って寒

さをこらえろということですか、課長。そんないずれ財政的に来るの

であれば、その内輪でもいいから町として早めにそれを灯油券として

出すという姿勢が、これこそまちづくりの私は要だと思うんですよ、

町長。どう思います、町長自身も元気な町民を育てるという中で、や

っぱり私、そこにも触れるべきだと思うんです。これは課長でない、

町長の言葉でしょうかね。町長から答弁もらいたいと思います。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） 今日明日の状況を見ながら、年内、できるだけ御用納め

前に皆さんの手に伝わるように進めてまいりたいという気持ちでいる

ところであります。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 町長、町自ら思い切って県の動向、国の動向でなく。だ

ってある程度出すんだから。国で出すという方向づけているんだから

さ。町がそこに出すという方向づけを決めれば、安心して高齢者な

ど、いわゆる生活困窮者については、生活できる状況が出てくると思

うんですよ、町長。町長、私ならばやりたいと思います。町長、ぜひ

お願いします。町長、答弁お願いします。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員の質問にもう１回、じゃあ町長。 

町長（田中 学君） 千葉議員の御指導に従いたいなと思います。 
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議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） いいと理解して早速そういう前向きな形でやるというこ

とで理解していいんですか。とにかく答弁もらいます。 

議長（石川良彦君） 財政課長。 

財政課長（熊谷有司君） お答えいたします。 

今、町長が申し上げたとおりでございますが、国の制度設計がまだ

うちのほうに伝わってございませんので、それを精査した中で町とし

て判断しまして、皆様のほうに御承認賜るよう提案させていただきま

すので、その際はよろしくお願いしたいと思います。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 制度設計が分かって、ゴーサインが出るまで時間がかか

るんでしょうと。一方、その間、明日、あさってから寒くなるという

話が出ていますが、そこを行政が先取りしてやるという、こんなに財

政的に見通しがある中で決断するという、私は問題ないと思うんです

が、課長、駄目だ、もう少し前向きに考えてくださいよ。町長がいい

って言っているんだよ。 

議長（石川良彦君） 財政課長。 

財政課長（熊谷有司君） 間もなく出ますので、うちのほうの目標としている

ものと国との考えがそこで違えば補助対象部分が来ない部分もござい

ますので、そうしますと皆さんの貴重な税金を使ってしまうというこ

とがございますので、間もなく出ますので、先ほど町長が答弁したと

おり、今回はちょっと間に合わないかもしれませんが、年内中に皆様

に御提案を申し上げて、御承認をいただきたいということでございま

す。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） どこでも同じ多くの自治体で、既に取り組んでいるわけ

ですからね。町長、田中学町長が町民第一主義、町民の元気な大郷が

元気だと言っている中で、やっぱり大郷はすごいなという、私は勇断

をぜひお願いしたいと思うんですが、町長、もう一度。町長、お願い

します。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） できるだけ大胆に慎重に対応したいと思いますので、御

心配なく。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 前に戻って駄目ですか。駄目。生理用品のことをちょっ
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と聞きたかった、財政課から。駄目。もう少し触れたいと思います。 

議長（石川良彦君） 大綱３番目で、 

12番（千葉勇治君） 大綱３番目について、確かに灯油もさることながら、あ

らゆる生産面で影響しているわけですが、そういう点では灯油以外に

もこれも最初の経済産業省の通達の中で対応するということで、若干

灯油だけに限らず、幅のある今回の支援策と考えていいんですか。課

長か、町長か。 

議長（石川良彦君） 財政課長。 

財政課長（熊谷有司君） 生活困窮につきましては、所得があるから生活に困

窮していないという部分もございません。私、今思うからには全町民

に対していろいろ今回につきましては、原油高騰につきまして、何ら

かの影響はあるかと認識してございますので、それなりの含めた形

で、新たな形で皆様に御提案をさせていただきたいと考えてございま

す。 

議長（石川良彦君） 千葉議員。 

12番（千葉勇治君） 範囲なんですが、今回、生活困窮者ということ、そうし

ますと、たとえ灯油のことの問題としても、灯油の件だけに絞ったと

しても生活困窮者だけでなく、全体が皆影響を受けているから全体に

その対象の枠を広げていくということで理解していいんですね、課

長。 

議長（石川良彦君） という答弁でございました。 

12番（千葉勇治君） 課長までいかないっちゃね。 

議長（石川良彦君） 千葉議員、別な質問。 

12番（千葉勇治君） そうしますと、灯油以外にもそういうことで考えている

ということですか。経産省のいわゆる提起のとおりやっていくという

ことでいいんですね。内容は。 

議長（石川良彦君） 財政課長。 

財政課長（熊谷有司君） 今後国のほうで示されてくると思いますが、灯油の

みならず全てにおいて皆様が本当に大変な思いをしているわけでござ

いますので、それらを含めた中で、町側からとして、町として、大郷

町として、どのような支援策がいいのか、検討した中で、皆様に、議

会に提案させていただきたいと考えてございます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 国や県からの通知が届き次第やるということだったんで

すが、文章では。そうしますと、先ほどの答弁の中にありましたが、
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それを待たずに対応するということも十分に考えていいんですね。 

議長（石川良彦君） 財政課長。 

財政課長（熊谷有司君） 先ほど町長の答弁がありましたとおりでございます

が、国、県からの通知、間もなくまいりますので、それらを参酌した

中で町としての提案をさせていただきたいと考えてございます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 来る予定だか見当つけているんですか。 

議長（石川良彦君） 財政課長。 

財政課長（熊谷有司君） 国の国会の審議が12月６日あたりだと思います。そ

の前に先ほど保健福祉課長が明日ウェブ会議がございますというお話

をさせてもらっていますので、それらを含んだ形で町側として検討

し、御提案をさせていただきたいと考えております。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 町側にそういう伝達が来るということですから、分かり

次第予算を付ける以前に、町のほうに、我々議会にその内容につい

て、大郷町には幾らぐらい来てどのぐらいの予算を考えているのか、

内容、それをいわゆる詳細にわたった考え方をぜひ提出を求めて、私

は要求をして課長に、私の質問を終わりたいんですが、議長、その要

求についてどうですか。ぜひそのように進めてほしいんですが。いい

ですね。（「通告外」の声あり）通告外って要求だからいいじゃない。 

議長（石川良彦君） 出たらの話でいいですね。 

12番（千葉勇治君） 出たら出たら、分かった、分かり次第。 

議長（石川良彦君） 会期中であれば会期中に出てくると思いますのけれど

も、 

12番（千葉勇治君） お願いします。 

議長（石川良彦君） 当然そのように関連する質問の時間はあると思いますの

で、その中でお願いします。 

12番（千葉勇治君） 終わります、ありがとうございました。 

議長（石川良彦君） 以上で千葉勇治議員の一般質問を終わります。 

                                    

  日程第７ 請願第１号 コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策を

求める請願 

議長（石川良彦君） 次に、日程第７、請願第１号 コロナ禍による米の需給

改善と米価下落の対策を求める請願を議題といたします。 

    請願第１号については、会議規則第85条第１項の規定により、総務産
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業常任委員会に付託して審査することにしたいと思います。 

    これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） 異議なしと認めます。 

したがって、請願第１号は総務産業常任委員会に付託して審査する

ことに決しました。 

                                    

議長（石川良彦君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

    本日はこれにて散会いたします。 

    御苦労さまでした。 

           午 後  ３時１７分  散 会 

                                    

    上記の会議の経過は、事務局長 千葉恭啓の記載したものであるが、

その内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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